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は

じ
め

に

　
ユ

　

高
句

麗
の
所
謂
五
部
制
度

に
つ
い
て
は
戦
前
か
ら

の
長
い
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
研
究
を
振
り
返
る
と
き
、
三
国
志
魏
書

巻
三
〇
東
夷
伝
、
高
句
麗
の
条

に
、

本
有
五
族
、
有
泪
奴
部
、
絶
奴
部
、
順
奴
部
、
灌
奴
部
、
桂
婁
部
。
本
滑
奴
部
為
王
。
梢
微
弱
。
今
桂
婁
部
代
之
。

と
見
え

る
三
国
時
代
の
高
句
麗
語
を
音
訳
し
た
と
考
え
ら
れ
る
五
つ
の
部

(以
下
こ
れ
を
五
族
と
い
う
)
と
、
翰
苑
巻

三
〇
蕃
夷

・
高
麗

の
条
に
、

　
　

　

高
麗
紀
を
引

い
て

(原
文
の
校
訂
は
、
吉
田
光
男
氏

に
拠
る
)
、

五
部
皆
貴
人
之
族
也
。

一
日
内
部
。
即
後
漢
書
桂
婁
部
、

一
名
黄
部
。
二
日
北
部
。
即
絶
奴
部
、

一
名
後
部
、

一
名
黒
部
。
三
日
東
部
。
即

順
奴
部
、

一
名
左
部
、

一
名
上
部
、

一
名
青
部
。
四
日
南
部
、
即
灌
奴
部
、

一
名
前
部
、

一
名
赤
部
。
五
日
西
部
。
即
消
奴
部
、

一
名
右
部
、

一
名
下
部
、

一
名
白
部
。
其
北
部
如
燕
。
内
部
姓
高
、
即
王
族
也
。
高
麗
称
無
姓
者
、
皆
内
部
也
。

と
あ
る
記
事
に
見
え
る
東
西
南
北
と
い
っ
た
方
位
に
基
づ
い
て
区
別
さ
れ
た
五
つ
の
部

(以
下
こ
れ
を
五
部
と
い
う
)

と
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に

あ

っ
た

の
か
、
換
言
す
れ
ば
右

の
高
麗
記
の
記
事
は
内
部
を
桂
婁
部

に
、
北
部
を
絶
奴
部
に
、
東
部
を
順
奴
部

に
、
南
部
を
灌
奴
部
に
、
西
部
を

　
ヨ

　

　
る

　

　
　

　

消
奴
部

に
当
て
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
理
解
は
正
し
い
の
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
戦
後
の
三
品
彰
英
氏
、
矢
沢
利
彦
氏
な
ど
の
研
究
の
後
さ
し

た
る
展
開
を
み
る
こ
と
な
く
、
正
し
く
な
い
と
す
る
見
解
が
優
勢
な
状
況
の
も
と
に
、
研
究
者

の
意
見
が
対
立
し
た
ま

ま
今
日
に
至

っ
て
い
る
。

　
　

　

一
方
、
韓
国
で
は
、
と
り
わ
け

一
九
七
〇
年
代
以
降

の
研
究
で
は
、
盧
泰
敦
、
李
鍾
旭
、
崔
在
錫
、
余
昊
奎
氏
な
ど
の
研
究

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

古
代
国
家
の
形
成
過
程
の
追
求
に
そ
の
研
究
の
中
心
が
お
か
れ
、
「那
」
の
実
態
、
及
び
そ
の
変
遷
過
程
、
或

い
は
政
治
権
力

の
中
央
集
権
化
過
程

の
具
体
的
、
理
論
的
追
求
が
三
国
史
記
高
句
麗
本
紀
等

の
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
行
わ
れ
て
い
る
が
、
五
族
、
五
部
制
理
解

の
上
で
必
須
と
考
え

川

本

芳

昭

高
句
麗

の
五
部

と
中
国

の

「部
」

に

つ
い
て
の

一
考
察



一

高

句

麗

五
部

制

の

理

解

を

め

ぐ

っ
て

本
節

で
は
、
五
族
と
五
部
を
同
じ
と
す
る
高
麗
記
の
理
解
が
何
故
存
在
し
た
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
の
際
ま
ず
注
目
さ
れ

る
の
は
、

先
述
の
翰
苑
巻
三
〇
蕃
夷

・
高
麗
の
条
の
五
部

の
記
述
が
、
内
部
、
北
部
、
東
部
、
南
部
、
西
部
の
順

に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

五
部
の
記
述
を
内
部
か
ら
始
め
る
こ
と
に
は
問
題
は
な

い
が
、
そ
の
後
の
並
び
方
は
、
東
西
南
北
の
四
方
の
説
明
を
な
す
場
合

の
通
例
の
順
序
と

　
　

　

ら
れ
る
こ
の
問
題
に
関
す
る
考
察
は
、
不
充
分
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
北
朝
鮮
で
は
三
国
時
代
を
封
建
国
家

の
時
代
と
把
握
す
る
立
場

か
ら
、
高
句
麗
を
早
期
的
封
建
国
家
と
見
倣
す
見
解
等
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
先
述
し
た
角
度
か
ら
五
族
と
五
部
と
の
直
接
的
関
連
を

　
　

　

追
求
す

る
研
究
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
漢
書
巻
八
五
高
句
麗
伝
に
見
え
る
五
族
に
つ
い
て
の
唐
の
章
懐
太
子
の
註

に
も
、

案
今
高
驕
五
部
、

一
日
内
部
、

一
名
黄
部
、
即
桂
婁
部
也
。
二
日
北
部
、

一
名
後
部
、
即
絶
奴
部
也
。
三
日
東
部
、

一
名
左
部
、
即
順
奴
部

也

。
四
日
南
部
、

一
名
前
部
、
即
灌
奴
部
也
。
五
日
西
部
、

一
名
右
部
、
即
消
奴
部
也
。

と
あ
り
、
高
麗
記
と
同
様
の
理
解
が
見
え
る
。
そ
れ
故
、
内
部
を
桂
婁
部
に
、
北
部
を
絶
奴
部

に
、
東
部
を
順
奴
部
に
、
南
部
を
灌
奴
部
に
、
西

部
を
消

奴
部
に
当
て
る
理
解

の
当
否
の
検
討
は
高
句
麗

の
歴
史
を
考
え
る
上
で
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も

つ
も
の
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。
本
稿
は

理
論
的

要
請
や
日
朝

に
お
け
る
高
句
麗
本
紀

の
史
料
的
価
値
を
め
ぐ
る
論
争
を
念
頭

に
置
き

つ
つ
も
、
そ
も
そ
も
五
族

と
五
部
と
を
同
じ
と
す
る

高
麗
記

の
認
識
は
何
故
存
在
し
た
の
か
と
い
う
基
本
的
問
題
に
対
す
る
私
見
を
述

べ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　

　

ま
た
、
高
句
麗

の
五
部
制
は
百
済
の
五
部

・
五
方
制

に
影
響
を
与
え
た
と
す
る
有
力
な
見
解
が
あ
る
。
筆
者
は
そ
う

し
た
考
え
に
大
筋

に
お
い

て
賛
同

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
百
済
の
五
部
の

「部
」
と
い
う
用
語
が
高
句
麗
で
使
用
さ
れ
た

「部
」
と
い
う
用
語
を
念
頭

に
お
い
て
採
用
さ
れ

て
い
た

こ
と
は
確
か
な
こ
と
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
新
羅
に
は
周
知
の
如
く
梁
部
、
沙
梁
部
、
牟
梁
部
、
本
彼
部
、
漢
岐
部
、
習
比
部

の
六
部

が
あ

っ
た
。
ま
た
日
本

の
古
代
に
お
い
て
部
民
と
呼
ば
れ
る
存
在
が
あ

っ
た
こ
と
も
周
知

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
各

々
の

「部
」
の
内

容
、
実
態

は
相
互
に
大
き
く
相
違
す
る
面
を
も

つ
も
の
で
あ
る
が
、
朝
鮮
、
日
本
に
お
け
る

「部
」
と
い
う
用
語

の
主
要
な
淵
源
の

一
つ
が
高
句

麗
の
こ

の
五
部
制
に
あ

っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
北
東
ア
ジ
ア
の
古
代
史
を
考
え
る
際
、
大
筋
を
逸
し
た
考
え
で
は
あ
る
ま

い
。

で
は
高
句
麗
は
こ

う
し
た

「部
」
の
考
え
を
独
自

に
創
始
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
他
の
何
れ
か
か
ら
の
影
響

の
も
と
に
こ
れ
を
採
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　　
　

こ
れ
が
本

稿
で
追
求
し
よ
う
と
す
る
第
二
の
問
題
点
で
あ
る
。



し
て
は
異
例
の
こ
と
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
五
部
の
順
序
は
無
秩
序
に
記
述
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
何
故
な
ら
高
麗
記
の

内
部

(
桂
婁
部
)
、
北
部

(絶
奴
部
)
、
東
部

(順
奴
部
)、
南
部

(灌
奴
部
)、
西
部

(消
奴
部
、
即
ち
泪
奴
部
)
と

い
う
記
述
は
、
内
部
を

一
応

除
く
と
、
北
を
起
点
と
し
て
右
回
り
に
記
述
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
高
麗
記
の
内
部

(桂
婁
部
)、
北
部

(絶
奴
部
)、
東
部

(順
奴

部
)
、
南
部

(灌
奴
部
)、
西
部

(消
奴
部
、
即
ち
泪
奴
部
)
と
い
う
比
定
が
仮

に
正
し

い
と
す
れ
ば
三
国
志

に
見
え
る
泪
奴
部
、
絶
奴
部
、
順
奴

部
、
灌
奴
部
、
桂
婁
部
は
、
西
、
北
、
東
、
南
、
内
と
い
う
順
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
も
ま
た
右
回

り
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
な

る
。
こ
れ
ら
は
偶
然
の
結
果
で
あ
ろ
う
か
。
北
史
巻
九
四
百
済
伝
に
、
高
句
麗
の
五
部

の
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ
る
百
済
の
五
部

・
五
方

　　
　

に
つ
い
て
、

其
都
日
居
抜
城
、
亦
日
固
麻
城
。
其
外
更
有
五
方
。
中
方
日
古
沙
城
。
東
方
日
得
安
城
。
南
方
日
久
知
下
城
、
西
方
日
刀
先
城
。
北
方
日
熊

津
城
。
…
…
都
下
有
方

(周
書
百
済
伝
は
都
下
有
万
家
)
、
分
為
五
部
。
日
上
部
、
前
部
、
中
部
、
下
部
、
後
部
。
部
有
五
巷
。
士
庶
居
焉
。

部
統
兵
五
百
人
。
五
方
各
有
方
領

一
人
、
以
達
率
為
之
。
方
佐
武
之
。

と
あ
り
、
翰
苑
巻
三
〇
百
済

の
条
の

「西
檬
安
城
、
南
隣
巨
海
」
の
註
に
、
李
泰

の
括
地
志
を
引

い
て
、

括
地
志
日
、
百
済
王
城
、
方

一
里
半
。
北
面
累
石
為
之
。
城
水

(下
P
)
可
方

(万
?
)
余
家
。
即
五
部
之
所
也
。

一
部
有
兵
五
百
人
。
又

国
南
二
百
六
十
里
、
有
古
沙
城
。
城
方
百
五
十
里
歩

(
マ
マ
)。
此
其
中
方
也
。
方
続

(統
?

)
兵
千
二
百
人
。
国
東
南
百
里
、
有
得
安
城
。

城
方

一
里
。
此
其
東
方
也
。
国
南
三
百
六
十
里
、
有
t
城

(久
知
下
城
の
誤
脱
)
。
城
方

一
百
計
歩
。
此
其
南
方
也
。
国
西
三
百
五
十
里
、
有

力
光
城

(刀
先
城
?
)
。
城
方
二
百
歩
。
此
其
西

(方
字
脱
)
也
。
国
東
北
六
十
里
、
有
熊
津
城
。

一
名
固
麻
城
。
城
方

一
里
半
。
此
其
北
方

也
。
…
…

　　
　

と
あ
る
。
池
内
氏
に
拠
れ
ば
百
済
の
五
方
と
は
都
外

の
五
部
の
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
百
済

に
は
都
下
の
五
部
と
都
外
の
五
方

(部
)
と
が
あ

っ
た
わ

け
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
の
上
部
、
前
部
、
中
部
、
下
部
、
後
部
の
五
部
は
、
先
に
引
用
し
た
翰
苑
巻
三
〇
の
、

五
部
皆
貴
人
之
族
也
。

一
日
内
部
。
即
後
漢
書
桂
婁
部
、

一
名
黄
部
。
二
日
北
部
。
即
絶
奴
部
、

一
名
後
部
、

一
名
黒
部
。
三
日
東
部
。
即

順
奴
部
、

一
名
左
部
、

一
名
上
部
、

一
名
青
部
。
四
日
南
部
、
即
灌
奴
部
、

一
名
前
部
、

一
名
赤
部
。
五
日
西
部
。
即
消
奴
部
、

一
名
右
部
、

一
名
下
部
、

一
名
白
部
。

と
あ
る
記
事
を
踏
ま
え
れ
ば
、
高
句
麗
の
東
部
、
南
部
、
内
部
、
西
部
、
北
部
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
百
済
の
都
下
の
五
部
は
、
中



部
を
除
け
ば
東
部
を
起
点
と
し
て
右
回
り
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
都
外

の
五
方

(五
部
)
は
、
前
引

の
北
史
の
記
事

に
見
え

る
よ
う

に
、
中
方
、
東
方
、
南
方
、
西
方
、
北
方

の
順
に
記
述
さ
れ
て
お
り
、
翰
苑
に
引
か
れ
た
括
地
志
も
中
方
、
東
方
、
南
方
、
西
方
、
北
方

の
順
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
北
史
と
括
地
志
と
が
依
拠
し
た
資
料
が
同
源
の
も

の
で
あ

っ
た
こ
と
を
推
測

せ
し
め
る
が
、
そ
の
検
討

は
暫
く
措
く
と
し
て
も
、

こ
の
高
句
麗

の
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ
る
百
済
の
五
部
、
五
方
が
高
句
麗
の
五
部
と
同
じ
く
中
部

(内
部
)
か
ら
始
ま

っ
て
右
回
り
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
こ
の
右
回
り
の
記
述
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
点
に

つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
高
麗
記
は
、
内
部
(桂
婁
部
)
、
北
部

(絶
奴
部
)
、
東
部

(順
奴
部
)
、
南
部

(灌
奴
部
)、
西
部

(消
奴
部
、
即
ち
泪
奴
部
)
の
五
部
が
、
五
行
思
想
の
方
色

の
思
想
に
基
づ
く
別
称
、

す
な
わ

ち
黄
部
、
黒
部
、
青
部
、
赤
部
、
白
部
と
い
う
別
称
を
も

っ
て
い
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
黄
黒
青
赤
白
と
い
う
次
序
は
、
五
行

生
成
説

の
水
火
木
金
土

に
応
じ
た
方
色

の
黒
赤
青
白
黄
の
次
序
と
は
相
違
す
る
。
ま
た
、
五
行
相
生
説
の
木
火
土
金
水

に
応
じ
た
方
色
の
青
赤
黄

白
黒
の
次
序
と
も
相
違
す
る
。
ま
た
、
五
行
相
勝
説

の
木
土
水
火
金
に
応
じ
た
方
色
の
次
序
、
青
黄
黒
赤
白
の
次
序
と
も
相
違
す
る
。

つ
ま
り
、

高
麗
記

の
黄
部
、
黒
部
、
青
部
、
赤
部
、
白
部
の
次
序
は
五
行
思
想
に
基
づ
く
次
序
と
は
関
係

の
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
翰
苑
に
は
先
述

の
記
事
に
続
け
て
、

又
内
部
錐
王
宗
、
列
在
東
部
之
下
、
其
国
従
事
、
以
東
為
首
。
故
東
部
居
上
。

と
す
る
意
味
未
詳
の
記
述
が
見
え
る
が
、
こ
こ
に
見
え
る

「列
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
王
統
が
滑
奴
部
か
ら
桂
婁
部
に
移

っ
た

　れ
　

と
さ
れ

る
以
前

の
序
列
、
す
な
わ
ち
三
国
志
の
記
述

に
見
え
る
泪
奴
部
、
絶
奴
部
、
順
奴
部
、
灌
奴
部
、
桂
婁
部
の
序
列
を
指
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
王
統
が
移

っ
た
後
も

「国
の
従
事
」
に
お
い
て
は
従
来

の
序
列
が
存
続
し
て

い
た
こ
と
に
な
る
。

つ
ま

り
、
こ
う
し
た
理
解
に
立
て
ば
、
右
の
記
事
は
王
族
た
る
内
部
す
な
わ
ち
桂
婁
部

の

「国
の
従
事
」
に
お
け
る
序
列
が
、
王
族
と
な

っ
て
も
三
国

志

に
漏
奴
部
、
絶
奴
部
、
順
奴
部
、
灌
奴
部
、
桂
婁
部
と
見
え
る
第
五
位
の
位
置

に
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
可
能
性
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、

「以
東
為
首
」
と
あ
る
点
に
注
目
し
、
先
に
見
た
北
史
巻
九
四
百
済
伝

の
記
事
や
翰
苑
巻
三
〇
百
済

の
条

の

「西
檬
安
城
、
南
隣
巨
海
」
の

註

に
引
く
李
泰

の
括
地
志

の
記
事
が
、
高
句
麗
の
五
部
制
の
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
百
済

の
五
部
、
五
方
を
東
を
起
点
と
し
て
東
南
西
北

の
順
に
記
述
し
て
い
る
こ
と
を
も
勘
案
す
る
と
、
こ
の
場
合
の

「
列
」
と
は
東
方
重
視
す
る
方
位

の
順
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考

え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。



こ
の
内
部
と
東
部
の

「
列
」
を
め
ぐ
る
私
見
は
未
だ
推
測
の
域
を
出

て
い
な
い
が
、
少
な
く
と
も
右

の
翰
苑
の

「列
在
東
部
之
下
」、
「以
東
為

首
。
故
東
部
居
上
」
と
あ
る
記
述
か
ら
は
、
東
部
の
位
置
が
他
の
諸
部
に
比
べ
高

い
、
或
い
は
先
行
す
る
位
置
に
あ

っ
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ

る
。ま

た
、
こ
の
三
国
志
、
翰
苑

の
両
記
事

の
記
述
の
第
二
位
に
見
え
る
絶
奴
部
は
、
三
国
志
魏
書
巻
三
〇
東
夷
伝
高
句
麗
の
条

に
、

絶
奴
部
、
世
與
王
婚
、
加
古
雛
加
之
号
。

と
見
え

る
よ
う
に
世
々
王
と
婚
を
な
す
集
団
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
集
団
が
王
族
に
次
い
で
第
二
位

に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
婚
族

で
あ

っ
た
た
め
な
の
か
、
或

い
は
第
二
位
で
あ

っ
た
が
た
め
に
婚
族
と
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
か
定

か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
順
序

に

一
定

の
意
味
が
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。

以
上

で
明
ら
か
に
し
た
三
点
、
す
な
わ
ち
、
高
麗
記

に
お
け
る
五
部
の
記
述
が
右
回
り
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
東
部
が
王
族
、
婚
族

に
次

い
で
第
三
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
三
国
志

の
五
族
の
記
述

に
お
い
て
も
婚
族
た
る
絶
奴
部
に
次

い
で
第
三
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
こ
と

の
三
点
か
ら
次
の
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
三
国
志
に
お
け
る
五
族
の
記
述

の
順
序
は
、
王
統
が
滑
奴
部
か
ら
桂
婁
部
に

移

っ
た

と
す
る
記
述
を
勘
案
す
る
と
、
高
麗
記
の
五
部
の
記
述
の
順
序
と

一
致
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
際
、
高
麗
記
に
見
え
る
内
北
東
南
西
部
と
い
っ
た
五
部
の
順
序
が
、
三
国
志
、
或

い
は
魏
略
な
ど
の
先
行
す
る
関
連
史
書

の
記
述
に
影
響

さ
れ
た

と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
そ
の
五
族
の
順
序

に
従

っ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
五
部
が
右
回
り
に
記
述
さ
れ
、

婚
族
、
東
部
の
順
位
に
も
高
麗
記
と
三
国
志
の
記
事
と
の
間
に

一
致
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
五
族
、
五
部

の
記
述
に
お
け
る
順
序
の

一
致

が
単
な

る
偶
然
で
は
な

い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。

以
上
、
五
族
と
五
部
と
の
関
連
を
追
求
す
る
こ
と
と
の
関
連
で
、
高
麗
記
の
内
部

(桂
婁
部
)
、
北
部

(絶
奴
部
)、
東

部

(順
奴
部
)
、
南
部

(灌

奴
部
)
、
西
部

(消
奴
部
、
即
ち
泪
奴
部
)
と
い
う
記
述

の
順
序

は
三
国
志

の
そ
れ
と

一
致
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
、
三
国
志
の
滑
奴
部
、
絶
奴

部
、
順
奴
部
、
灌
奴
部
、
桂
婁
部
と
い
う
記
述
の
順
序

に
は

一
定
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
等
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
が
、

こ
の
こ
と
か
ら
次

の
点
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
滑
奴
部
、
絶
奴
部
、
順
奴
部
、
灌
奴
部
、
桂
婁
部
、
或
い
は
内
部
、
北
部
、
東
部
、
南
部
、
西
部

と
い
う
順
序
は
、
三
国
志
や
高
麗
記
を

一
見
す
る
と
王
族
で
あ
る
か
、
王
の
婚
族
で
あ
る
か
と
い
っ
た
各
部
の
勢
力
の
強
弱
を
踏
ま
え
て
記
述
さ

れ
て
い
る
の
み
に
見
え
る
が
、
そ
れ
の
み
で
は
な
く
高
句
麗
国
内
に
お
け
る
各
部

の

「列
」
の
実
態
を
も
踏
ま
え
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
の
が
そ



れ
で
あ

る
。

と
こ

ろ
で
、
白
鳥
庫
吉
氏
は
、
絶
奴
部
の
絶
は
ツ
ン
グ
ー
ス
語
の
d
u
i
l
e
、
あ
る
い
は
朝
鮮
語
の
け三

の
対
音
で
、
後
あ
る
い
は
北
の
義

で
あ

り
、
順
奴
部
の
順
は
ツ
ン
グ
ー
ス
語

の
z
e
u
n
g
e
'
z
u
n
g
e
'

、
蒙
古
語
の
z
e
g
u
n
、
z
u
nな
ど
と
語
形
を
同
じ
く
し
、
左

あ
る
い
は
東

の
義
で
あ
り
、

泪
奴
部

の
滑
は
ツ
ン
グ
ー
ス
語
の
h
a
n
,
a
n
g
e
,
a
n
の
対
音

で
右
の
意
で
あ
り
、
灌
奴
部
の
灌
は
高
麗
時
代
の
朝
鮮
語

の
垣

(
h
a
n
g
、
日
)
と
同

　
ロ
　

語
で
、

日
方
と
い
う
義

か
ら
転
じ
て
南
方
と
い
う
語
と
な

っ
た
も
の
と
し
、
五
族
の
各
名
称
は
五
部
の
各
名
称
の
訳
語

で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
後

　ゆ
　

こ
の
考

え
は
矢
沢
利
彦
氏
な
ど
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
が
、
こ
の
際
、
白
鳥
氏
の
言
語
学
的
比
定
が
高
句
麗
語
が
如
何

な
る
言
語
で
あ

っ
た
か
を

復
元
し
た
上
で
の
考
察

で
は
な

い
点
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

一
方
、
今
西
龍
氏
や
池
内
宏
氏
な
ど
の
よ
う

に
五
族
と
五
部
と
は
そ
の
性

　お
　

質
を
異

に
し
て
い
る
と
し
、
前
者
は
部
族
、
氏
族
で
あ
り
、
後
者
は
行
政
区
画
で
あ
る
と
す
る
理
解
も
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
理
解
は
細
部
に
お

　あ
　

　り
　

い
て
は
相
違
し
た
面
も
見
ら
れ
る
が
、
基
本
的

に
は
そ
の
後
三
品
彰
英
氏
、
井
上
秀
雄
氏
な
ど
多
く
の
研
究
者
に
よ

っ
て
受
け
継
が
れ
今
日
に
至

っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
例
え
ば
、
池
内
宏
氏
は
、
五
族
と
五
部
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

…
…

(翰
苑
に
見
え
る
高
麗
記
が
)
消
奴
部
、
絶
奴
部
、
順
奴
部
、
灌
奴
部
、
桂
婁
部
等
、
三
国
時
代
に
於
け
る
高
句
麗
の
五
族
を
五
部
の

各

に
配
当
し
た
の
は
、
附
会

の
甚
だ
し

い
も
の
で
あ

っ
て
、
魏
略
の
原
文
を
掲
げ
る
と
同
時
に

「
五
部
皆
貴
人
之
族
也
」
と
い
う
語
さ
え
添

え

て
あ
る
の
を
見
る
と
、
こ
れ
は
必
ず
高
麗
記
の
撰
者
自
身
の
机
上
の
造
作
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　　
　

と
述
べ
、
三
品
彰
英
氏
は
、

五
族
と
五
部
と
が
全
く
無
関
係
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に

一
二
学
者

の
論
考
を
経
た
と
こ
ろ
で
、
少
な
く
と
も
章
懐
太
子
の
説

(本
稿
で

い
う
高
麗
記
の
説
…
…
括
弧
内
筆
者
加
筆
)
が
漢
魏
時
代

の
制
度
と
唐
時
代
現
存
の
制
度
と
を
、
そ
の
間
の
時
間
的
隔
た
り
を
無
視
し
て
、

単
純

に
両
者
を
結
び
附
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は

一
読
し
て
分
明
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
五
族
に
関
し
て
何
ら
新
し

い
史
料
を
プ
ラ
ス
す
る
も

の
で
は
な

い
。

　　
　

と
述
べ
て
い
る
。

こ
う

し
た
従
来
の
研
究
史
を
踏
ま
え

つ
つ
、
先

に
考
察
し
た
こ
と
か
ら
窺
え
る
五
族
と
五
部
と
の

一
致
と
い
う
想
定

を
置
い
て
み
る
と
き
、
右

の
池
内
氏
や
三
品
氏

の
理
解
は

一
方
的
な
理
解

の
よ
う
に
筆
者

に
は
思
え
る
の
で
あ
る
。

で
は
五
族
と
五
部
と
は
全
く
同
じ
実
質
を
も
つ
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
点
を
、
三
国
志
に
見
え
る
泪
奴
部
、
絶
奴
部
、
順



奴
部
、
灌
奴
部
、
桂
婁
部
等

の

「部
」
の
実
態
追
求
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
泪
奴
部
、
絶
奴
部
、
順
奴
部
、
灌
奴
部
、
桂
婁
部
等

の
五

族
は
内
部

た
る
桂
婁
部
を
除
け
ば
何
れ
も

「
部
」
の
直
前

に

「奴
」
と
い
う
用
語
を
伴

っ
て
い
る
が
、
こ
の

「奴
」
に

つ
い
て
白
鳥
氏
は
朝
鮮
語

の
四
方
を
表
す
n
y
o
kと
対
音
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
や
は
り
三
品
氏
が
論
証
し
た
よ
う
に
、
本
来
土
地

を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
り
、

「奴
」
集

団
は

(以
下
、
三
国
史
記
の
用
法
に
従

い

「奴
」
を

「
那
」
と
表
記
す
る
)
t
r
i
b
e
(部
族
)
或

い
は

「原
始
的
小
国
」

(三
品
氏

の
用
語

に
拠
る
)
で
あ

っ
て
c
l
a
n(氏
族
)
で
は
な
い
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
麺
。
と
す
れ
ば
滑
奴
部
、
絶
奴
部
、
順
奴
部
、
灌
奴
部
、
桂
婁
部

の
末
語
と

し
て
付
け

ら
れ
て
い
る

「
部
」
は
、
理
解
を
容
易

に
す
る
た
め
中
国
的
発
想

の
も
と
に
付
け
加
え
ら
れ
た
用
語
で
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
三
国
志

魏
書
巻

三
〇
東
夷
伝
、
高
句
麗
の
条

に
は
、
抜
奇
と
伊
夷
模
と
の
抗
争
を
伝
え
、

建
安
中
、
公
孫
康
出
軍
撃
之
、
破
其
国

(高
句
麗
)
、
焚
焼
邑
落
。
抜
奇
怨
為
兄
而
不
得
立

(兄
た
る
抜
奇
が
不
肖
と
し
て
国
人
は
小
子
で
あ

っ
た
伊
夷
模
を
擁
立
し
た
)、
與
泪
奴
加
各
将
下
戸
三
万
余

口
詣
康
降
。

と
あ
る
。

こ
こ
に
見
え
る

「
漏
奴
加
」
の

「泪
奴
」
は
滑
奴
部
の
こ
と
で
あ
る
。
「加
」
は
高
句
麗

に
お
け
る
貴
族
で
あ
り
、

モ
ン
ゴ
ル
語
に
お
け

る
k
h
a
n
'
h
a
n(可
汗
)、
契
丹
語
の
呵
に
相
当
す
る
語
で
あ
る
樋
、
こ
こ
に

「
泪
奴
加
」
と
あ
り

「泪
奴
部
加
」
と
な

い
こ
と
は
泪
奴
部
、
絶
奴

部
、
順
奴
部
、
灌
奴
部
、
桂
婁
部
の
末
語
と
し
て
付
け
ら
れ
て
い
る

「部
」
が
理
解
を
容
易

に
す
る
た
め
の
単
な
る
付
加
語

で
あ
る
こ
と
を
如
実

に
示
し

て
い
る
と
さ
れ
よ
奨
。

つ
ま
り
泪
奴
部
、
絶
奴
部
、
順
奴
部
、
灌
奴
部
、
桂
婁
部
の

「部
」
は
報
告
書
や
史
書

の
作
者
が
漢
語

の
用
法
に

従

っ
て
付
加
し
た
も
の
で
あ
り
、
先

に
論
証
し
た
こ
と
を
も
踏
ま
え
る
と
、
三
国
志
に
見
え
る
五
族
の
実
態
は

「東
西
南
北

.
那
」
集
団
と
、
内

集
団

(
王
族
)
と
を
意
味
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
こ
の

「東
西
南
北
+
那
」
集
団
と
、
内
集
団

(王
族
)
の
実
態
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
点
に
つ
い
て

考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
指
摘
し
て
お
く

べ
き
こ
と
は
こ
の
那
が
す
で
に
単
純
な
血
族
集
団
、
地
縁
集
団
と
し
て
の
部
族

で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ

る
。
「東
西
南
北
+
那
」
と
、
内

(王
族
)
で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
う
し
た
体
制
が
出
現
し
た
背
景

に
王
権
の
存
在
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
想
定
さ

れ
、
そ
れ
以
前
の
社
会
体
制
が
王
権
に
よ

っ
て
変
革
さ
れ
た
の
ち
の
姿
が
そ
こ
に
現
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
先

に
見
た

よ
う
な

「加
」

の
存
在
、
或

い
は
三
国
志
魏
書
巻
三
〇
東
夷
伝
高
句
麗
の
条
に
、

王
之
宗
族
、
其
大
加
皆
称
古
雛
加
。
泪
奴
部
本
国
主
。
今
錐
不
為
王
、
適

(嫡
)
統
大
人
、
得
称
古
雛
加
。
亦
得

立
宗
廟
、
祠
霊
星
社
稜
。

絶
奴
部
、
世
與
王
婚
、
加
古
雛
加
之
号
。
諸
大
加
亦
自
置
使
者
、
早
衣
先
人
、
名
皆
達
於
王
、
如
卿
大
夫
之
家
臣

。
会
同
坐
起
、
不
得
與
王



本
節

で
は
、
本
稿

の
冒
頭
で
指
摘
し
た
第
二
の
問
題
点
、
即
ち
高
句
麗
の

「部
」
と
い
う
用
語
の
起
源
に
つ
い
て
考

察
す
る
。

ま
ず
第

一
に
指
摘
さ
る
べ
き
こ
と
は
こ
の

「部
」
と
い
う
用
語
が
漢
語
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
用
語
と
し
て
の
起
源
は
朝
鮮
に
は
な
く
中
国

に

あ
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
朝
鮮
に
こ
の
用
語
が
伝
わ
り
、
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
よ
う
な
意
味
と
し
て
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た

の
は
い

つ
な
の
か
と

い
う
点
が
次
に
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
三
国
志
魏
書
巻
三
〇
東
夷
伝
、
東
沃
沮
伝

に
は
、

漢
武
帝
元
封
二
年
、
伐
朝
鮮
、
殺
満

(衛
満
)
孫
右
渠
、
分
其
地
為
四
郡
、
沃
沮
城
為
玄
菟
郡

(こ
の
と
き
高
句
麗
県
は
玄
菟
郡

の
属
県
)
。

…
…
沃
沮
還
属
楽
浪
。
漢
以
土
地
広
遠
、
在
軍
軍
大
嶺
之
東
、
分
置
東
部
都
尉
、
治
不
耐
城
、
別
主
領
東
七
県
。
時
沃
沮
亦
皆
為
県
。
漢
光

(建
)
武
六
年
、
省
辺
郡
、
都
尉
由
此
罷
。

と
あ
る
。
前
漢
時
代
の
楽
浪
郡

に
は
郡
太
守

の
指
揮
の
下
、
郡
内
の
軍
務
を
み
る
都
尉
が
置
か
れ
て
い
た
。
楽
浪
郡
に
は
こ
の
東
部
都
尉
の
他

に
、

昭
明
県

に
南
部
都
尉
も
置
か
れ
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な

「部
」
都
尉
の
存
在
は
少
な
く
と
も
前
漢
時
代
に
は
、
部
分
、
或

い
は
行
政
区
画
の
通

称
と
し
て
の

「部
」
と
い
う
漢
語
が
朝
鮮
の
地
で
既
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。
か
つ
て
白
鳥
氏
は
こ
の
点
に
注
目

し
、

漢
土

に
お
い
て
は
前
漢
時
代
に
既
に
五
部
の
都
尉
を
設
け
た
り

(中
部
、
東
部
、
西
部
、
南
部
、
北
部

の
各
部
都
尉

の
こ
と
…
…
括
弧
内
筆

者
加
筆
)。
こ
の
官
職
は
内
地
に
も
置
か
れ
し
が
、
主
と
し
て
邊
境
の
諸
郡
に
設
け
ら
れ
、
殊
に
北
邊

の
地
に
多
か
り
き
。
而
し
て
邊
境
の
諸

郡

に
置
か
れ
し
も
の
は
蟹
夷
の
蹄
降
せ
る
も
の
を
統
撫
し
、
又
そ
の
侵
冠
に
備
ふ
る
任
務
を
帯
び
た
り
き

(満
洲
歴
史
地
理
箭
内
氏
漢
代
の

家
使
者
早
衣
先
人
同
列
。

と
あ
る
史
料

に
見
え
る
よ
う
な

「
(嫡
)
統
大
人
」
の
存
在
、
祭
祀

の
保
持
、
陪
臣
の
存
在
、
絶
奴
部
と
王
家
と
の
婚
姻

の
存
在
等
か
ら
、
三
国
志

段
階
の

「
那
」
集
団
が
集
団
と
し
て
の
自
立
性
を
い
ま
だ
濃
厚
に
保
持
し
て
い
た
こ
と
は
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
に
お

い
て
、
五
族
と
五
部
と
が
全
く
同
じ
実
質

の
も
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
は
、
後
代

の
五
部
が
行
政
区
画
的
、
軍
制
的
性
格
を
濃
厚
に
も
ち
、
族
的

　
お

　

ヨ

性
格
が
希
薄
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
成
立
し
え
な

い
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
五
族

と
五
部
の

一
致
は
専
ら
東

西
南
北
と
い
っ
た
呼
称
面
で
の

一
致
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二

高
句
麗
に
お
け
る
部

の
起
源
を
め
ぐ

つ
て



朝
鮮
七
六
…
…
括
弧
内
原
文

の
マ
マ
)
。
…
…
五
部
の
都
尉
は
前
漢
の
時
よ
り
東
西
二
方
面
の
邊
境
に
も
多
く
置
か
れ
し
か
ば
、
此
の
制
度
は

ま
た
自
ら
高
句
麗
に
も
伝
わ
り
し
な
る
べ
し
。
五
部
の
制
は
其
の
後
渤
海
、
契
丹
、
女
眞
、
蒙
古
の
諸
民
族
の
問

に
も
縛
傳
せ
し
が
、
此
の

事

に
就
い
て
は
別

に
題
目
を
設
け
て
説
く

べ
け
れ
ば
、
愛

に
は
之
を
省
く
。

と
述

べ
煙
。
高
麗
記
の
五
部
が
内
部
、
東
西
南
北
部

の
五
部
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
高
句
麗
の
五
部

に
こ
の
五
部
都
尉
の
思
想
が
何
ら
か
の

形
で
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
中
国
に
お
け
る
辺
郡
都
尉
は
厳
耕
望
氏
の
研
究

に
お
い
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

一
郡

に
五
部
都
尉
全
て
が
設
置
さ
れ
た
例
は
な
く
、
多
く
て
中
部
、
東
部
、
西
部
都
尉
と

い
っ
た
よ
う
な
三
部
、
大
部
分
は
右
述
の
三
国
志
東
沃
沮
伝

　お
　

に
見
え
る
楽
浪
郡
に
東
部
都
尉
、
南
部
都
尉
が
設
置
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、

一
、
二
部
都
尉
の
設
置
を
見
た
の
み
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
三
国
志

の

五
族
は
前
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
当
時
の
高
句
麗
に
お
い
て
は
あ
く
ま
で
も

「東
西
南
北
+
那
」
集
団
と
内
集
団

(王
族

)、
換
言
す
れ
ば

「那
体

制
」
を
と

っ
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
三
国
志
の

「
部
」
と
い
う
表
現
は
漢
族
が
報
告
や
史
書
を
記
述
す
る
際
、

中
国
的
概
念
を
用

い
て
高

句
麗

の
社
会
を
記
述
し
た
た
め
に
生
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
、
五
部
都
尉
と
い
う
思
想
の
直
接
的
影
響
下

に
五
族
、
五
部
制
が
出
現
し

た
の
で
あ
れ
ば
、
三
国
志
の
記
述

に

「部
」
と
と
も
に

「奴
」
の
文
字
が
現
れ
る
の
は
不
可
解
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
高

句
麗
の
五
部
制
が
漢
の
五

部
都
尉
体
制
の
直
接
的
影
響
下
に
出
現
し
た
と
は
ま
ず
考
え
難
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
前
節
で
考
察
し
た
翰
苑
所
引

の
高
麗
記
に
見
え
る
内
、
東
、
西
、
南
、
北
部
に
お
け
る

「部
」
の
場
合

は
三
国
志
段
階
と
は
そ
の

趣
を
異

に
し
て
い
る
。
何
故
な
ら
三
国
史
記
巻
二
〇
高
句
麗
本
紀
第
八
、
栄
留
王
紀
、
二
十
五
年

(六
四
二
)

の
条
に
、

春
正
月
遣
使
入
唐
朝
。
王
命
西
部
大
人
蓋
蘇
文
、
監
長
城
之
役
。

　
め
　

と
あ
る
。
こ
の
記
事
は
三
品
彰
英
氏
の
研
究
に
見
え
る
よ
う
に
資
治
通
鑑
等
の
中
国
側
の
文
献
に
は
見
出
だ
せ
な
い
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に

高
句
麗
側
の
原
史
料
に
拠

っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
日
本
書
紀
巻
二
九
天
武
天
皇
、
九
年
五
月
丁
亥
の
条

に
は
、

高
麗
遣
南
部
大
使
卯
問
、
西
部
大
兄
俊
徳
等
朝
貢
。

と
あ
る
。
こ
の
記
事
は
日
本
に
お
い
て
も
東
西
南
北
部
と
い
っ
た
方
位
部
の
呼
称
が
高
句
麗
の
人
物
を
呼
ぶ
際
用
い
ら

れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る

が
、
こ
う
し
た
こ
と
を
日
本
の
側
が
捏
造
し
た
と
は
考
え
難
く
、
高
句
麗
側
が
そ
の
様
に
名
乗

っ
た
か
ら
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、

一
九

=
二
年

に
平
壌
府
鏡
斉
里
大
同
江
畔
城
壁
中
よ
り
発
見
さ
れ
た
と
さ
れ
る
石
刻

に
、

丙
戌
十

二
月
中
、
漢
城
下
後
部
小
兄
文
達
蔀
、
自
此
西
北
行
渉
之
。



と
あ
り
、

一
九

=
二
年

に
忠
清
北
道
忠
州
郡
老
隠
面
の
山
中
で
発
見
さ
れ
た
建
興
五
年
銘
光
背
に
、

建

興
五
年
歳
在
丙
辰
、
佛
弟
子
清
信
女
上
部
兜
奄
造
繹
迦
文
像
、
願
生
生
世
世
値
佛
聞
法

一
切
衆
生
同
此
願
。

　れ
　

と
あ
り
、
後
部
、
上
部

の
存
在
を
伝
え
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
記
事
は
先
の
高
麗
記
の
記
述
と
合
わ
せ
考
え
た
際
、
当
時
高
句
麗
自
ら
が
そ
の
国

内
に
お

い
て

「部
」
と
い
う
体
制
を
取
り
、
「部
」
と

い
う
呼
称
を
用
い
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
(因
み
に
、
高

麗
記
の
記
述

に
よ
れ
ば
こ
こ
に
見
え
る
後
部
は
北
部
を
、
上
部
は
東
部
を
指
す
。)
す
な
わ
ち
高
句
麗
の
歴
史

に
お
い
て
は
、
三
国
志
の
五
族
の
時

代
か
ら
高
麗
記
の
時
代
の
五
部
の
時
代
ま
で
の
間
に
何
ら
か
の
原
因
に
よ
り
変
化
が
生
じ
、
そ
れ
ま
で
の

「
那
」
が

「
部
」
に
改
編
さ
れ
た
こ
と

　　
　

が
想
定

さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
こ
こ
に
密
接
に
関
連
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
、
次
の
二
つ
の
問
題
が
生

じ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な

わ
ち
、

そ
の

一
は
、
そ
の
変
化
は
如
何
な
る
影
響

の
も
と
に
生
じ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
り
、
そ
の
二
は
、
そ
の
変
化

は
何
時
生
じ
た
の
か
と
い

う
点

で
あ
る
が
、
以
下
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

三
国
史
記
巻
四
九
蓋
蘇
文
伝
に
、
泉
蓋
蘇
文
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
を
伝
え
て
、

蓋
蘇
文
、
姓
泉
氏
。
…
…
其
父
東
部
大
人
大
対
盧
死
。
蓋
蘇
文
当
嗣
、
而
国
人
以
性
忍
暴
悪
之
、
不
得
立
。
蘇
文
頓
首
謝
衆
、
請
囁
職
、
如

有

不
可
、
錐
廃
無
悔
。
衆
哀
之
、
遂
許
嗣
位
。
而
凶
残
不
道
。
諸
大
人
與
王
密
議
、
欲
謙
。
事
洩
。
蘇
文
悉
集
部
兵
、
若
将
校
閲
者
、
井
盛

陳

酒
齪
於
城
南
、
召
諸
大
臣
、
共
臨
視
。
賓
至
蓋
殺
之
。
凡
数
百
人
。
馳
入
宮
、
斌
王
、
断
為
数
段
、
棄
之
溝
中
、
立
王
弟
之
子
威
為
王
、

自

為
莫
離
支
。
…
…

と
あ
る

(新
唐
書
巻
二
二
〇
高
句
麗
伝
、
旧
唐
書
巻

一
九
九
高
麗
伝
、
資
治
通
鑑
巻

一
九
六
、
唐
紀

一
二
、
貞
観
十
六
年

(六
四
二
)
十

一
月
丁

　　
　

巳
の
条

、
略
同
)。
右
に
見
え
る

「大
人
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
右
か
ら
は

「大
人
」
の
五
部
の
兵
権
を
握
る
封
建
諸
侯
の
如
き
側
面
が
窺
え
る

が
、
三
国
志
魏
書
巻
三
〇
東
夷
伝
、
高
句
麗
の
条
に
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、

王
之
宗
族
、
其
大
加
皆
称
古
雛
加
。
滑
奴
部
本
国
主
。
今
錐
不
為
王
、
適

(嫡
)
統
大
人
、
得
称
古
雛
加
。
亦
得
立
宗
廟
、
祠
霊
星
社
穫
。

絶
奴

部
、
世
與
王
婚
、
加
古
雛
加
之
号
。
諸
大
加
亦
自
置
使
者
、
早
衣
先
人
、
名
皆
達
於
王
、
如
卿
大
夫
之
家
臣
。
会
同
坐
起
、
不
得
與
王

家
使

者
早
衣
先
人
同
列
。

と
あ
り
、
既
に
三
国
時
代
の
高
句
麗
に
そ
の
よ
う
な

「大
人
」
が
存
在
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
対
唐
戦
争
期
の

「
大
人
」
と
こ
の
三
国
志

の

時
代
の

「大
人
」

の
実
質
と
を
全
く
同
じ
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
対
唐
戦
争
期
の

「大
人
」
に
つ
い
て
考
え
る
際
、
三
国
志
の
時



代

の

「
大
人
」
の
存
在
は
そ
の
参
考
と
す
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

一
方

、
同
伝
、
東
沃
沮
の
条
に
は
、

東
沃

沮
在
高
句
麗
蓋
馬
大
山
之
東
、
浜
大
海
而
居
。
…
…
国
小
、
迫
干
大
国
之
間
、
遂
臣
属
句
麗
。
句
麗
復
置
其
中
大
人
為
使
者
、
使
相
主

領
。

又
大
加
統
責
其
租
税
。

と
あ
り
、
同
伝
、
倭
人
の
条
に
は
、

其
俗
、
国
大
人
皆
四
五
婦
。
下
戸
或
二
三
婦
。
…
…
下
戸
與
大
人
相
逢
道
路
、
逡
巡
入
草
。

と
あ
る
。
前
記
事
に
は
、
「高
句
麗
は
其

の
中
に
大
人
を
置
い
て
高
句
麗
の
官
で
あ
る
使
者
と
為
し
治
め
さ
せ
た
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
人
に
は

官
と
し
て
の
性
格
を
持

つ
場
合
が
あ

っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
後
記
事

の
大
人
は
、
支
配
階
層
の
上
位

に
あ
る
も

の
を
指
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
三
国
志

に
お
け
る
大
人
の
用
語
は
言
わ
ば
普
通
名
詞

の
よ
う
に
、
か
な
り
の
広
範

な
意
味
内
容
を
も

っ
て
使

用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
も
そ
も
漢
語
に
お
け
る
大
人
と
は
、
有
徳
者
、
長
上
な
ど
に
対
す
る
尊
称
で
あ
り
、
そ
の
用
法
は
極
め
て
広

い
も

の
が
あ
る

(趙
翼

『咳
余

叢
考
』
巻

三
七
、
大
人
の
条
参
照
)
。
上
記

の
事
例
は
そ
う
し
た
線
に
沿
う
用
法
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
先
の
泉
蓋
蘇
文
の
伝
記
に
見
え
る
東

部
大
人

の
よ
う
な

「方
位
部
+
大
人
」
の
用
法
は
、
そ
う
し
た
大
人
の

一
般
的
用
法

の
な
か
で
も
特
殊
な
意
味
合

い
を
も

つ
用
法
と
い
う
こ
と
が

で
き
る

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
新
唐
書
巻
二
二
〇
高
句
麗
伝
に
は
、
泉
蓋
蘇
文
に
つ
い
て
、

有

蓋
蘇
文
者
。
或
号
蓋
金
。
姓
泉
氏
。
…
…
父
為
東
部
大
人
大
対
盧
死
、
蓋
蘇
文
当
嗣
。
…
…

と
あ
る
が
、
東
部
大
人
が
大
対
盧
と
併
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
当
時
の
高
句
麗
に
は
そ
う
し
た
役
職
、
或
い
は
官
職
が
存
在
し
て
い
た

こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
ま
た
、
先
に
見
た
よ
う
に
高
句
麗
側
の
原
史
料

に
拠

っ
た
可
能
性
が
あ
る
三
国
史
記
巻
二
〇
高
句
麗
本
紀
第
八
、
栄
留
王
紀
、

二
十
五
年

(六
四
二
)
の
条

に
、

春
正
月
遣
使
入
唐
朝
。
王
命
西
部
大
人
蓋
蘇
文
、
監
長
城
之
役
。

と
あ
る
も
の
も
そ
う
し
た
考
え
を
支
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

い
ま
中
国
側
の
史
書
か
ら
こ
う
し
た

「部
+
大
人
」
の
事
例

の
若
干
を
挙
げ
て
み
る
と
、
後
漢
書
巻
八
九
南
匈
奴

伝

に
、
匈
奴

が
分
裂
し
、
南

北
匈
奴

と
な
る
直
前
の
日
逐
王
比

(後
の
南
単
于

)
に
つ
い
て
述
べ
、



比
密
遣
漢
人
郭
衡
奉
匈
奴

地
図
。

(建
武
)
二
十
三
年
、
詣
西
河
太
守
求
内
附
。
両
骨
都
侯
頗
覚
其
意
、
会
五
月
龍
祠
、
因
白
単
于

(輿
単

干
)
、
言
萸
鍵
日
逐

(日
逐
王
比
)
夙
来
欲
為
不
善
、
若
不
諜
、
且
乱
国
。
…
…
比
催
、
逐
飲
所
主
南
辺
八
部
衆

四
五
万
人
、
待
両
骨
都
侯

還
、
欲
殺
之
。
…
…
二
十
四
年
春
、
八
部
大
人
共
議
立
比
為
呼
韓
邪
単
于

。
…
…
其
冬
、
比
自
立
為
呼
韓
邪
単
于

。

と
あ
り
、
同
書
巻
九
〇
鮮
卑
伝

に
、
桓
帝
の
時

の
こ
と
と
し
て
、

鮮
卑
檀
石
塊
者
:
…
・。
遂
推
以
為
大
人
。
檀
石
塊
乃
立
庭
於
弾
汗
山
歓
仇
水
上
。
去
高
柳
北
三
百
余
里
。
兵
馬
甚

盛
。
東
西
部
大
人
皆
帰
焉
。

-
…
・乃
自
分
其
地
為
三
部
。
従
右
北
平
以
東
至
遼
東
、
接
夫
鯨
、
減
　
二
十
鯨
邑
為
東
部
。
従
右
北
平
以
西
至
上

谷
十
鯨
邑
為
中
部
。
従
上

谷

以
西
至
敦
捏
烏
孫
二
十
鯨
邑
為
西
部
。
各
置
大
人
主
領
之
。
皆
属
檀
石
梶
。

と
あ
り
、
魏
書
巻

一
〇
三
宇
文
莫
梶
伝
に
、

匈
奴

宇
文
莫
梶
、
其
先
南
単
于

遠
属
也
。
世
為
東
部
大
人
。

と
あ
る
。
こ
う
し
た
用
例
は
煩
を
避
け
、
こ
と
さ
ら
他

の
例
を
挙
げ
る
こ
と
は
省
く
が
、
漢
唐
間
の
中
国
の
史
籍
に
は
枚
挙

に
逞
が
な
い
ほ
ど
見

出
だ
す

こ
と
が
出
来
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
際
、
こ
う
し
た
場
合

の

「大
人
」
が
部
落
、
部
族

の
酋
長
と
い
う
意
味
を
濃
厚

に
も

つ
も
の
で
あ
る

点
が
注
目
さ
れ
る
。

ま
た
、
先

に
述

べ
た
よ
う
に
三
国
志
東
夷
伝

に
見
え
る
、
加
、
大
加
、
古
雛
加
の

「加
」
は
モ
ン
ゴ
ル
語

に
お
け
る
k
h
a
n
'
h
a
n(可
汗
、

汗
)、
契
丹
語
の
呵
に
相
当
す
る
語
で
あ
り
、
も
と
も
と
の
意
味
は
族
長
を
意
味
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
取
り
も
な

お
さ
ず
高
句
麗
の
官
位
制

が
そ
う
し
た
北
方
文
化
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
と
高
句
麗
に
お
け
る

「大
人
」
、
「方
位

部
+
大
人
」
の
用
法
に
も
そ
う
し
た
影
響
が
想
定
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
よ

っ
て
次
に
先
に
指
摘
し
た
問
題
点
、
す
な
わ
ち
高
句
麗
に
お
け
る

「部
」

の
変
化
が
如
何
な
る
影
響
の
も
と
に
何
時
生
じ
た
の
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
高
句
麗
と
同
時
代
の
北
ア
ジ
ア
の
民
族
で

あ
る
匈
奴

、
鮮
卑

の

「部
」

の
制
度
に
見
ら
れ
る
高
句
麗
の
五
部
制
と
の
関
連
を
追
求
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

匈
奴

の

「部
」
の
制
度
と
、
高
句
麗
の
五
部
制
と
を
追
求
す
る
際
、
先
述
の
後
漢
書
巻
八
九
南
匈
奴

伝
の

「
八
部
大
人
云
々
」

の
外
に
、
晋
書

巻
九
七
北
秋

・
勾
奴
伝
に
、

後

漢
末
、
天
下
騒
動
。
莫
臣
競
言
、
胡
人
狼
多
、
儂
必
為
冠
、
宜
先
為
其
防
。
建
安
中
、
魏
武
帝
始
分
其
衆
、
為

五
部
。
部
立
其
中
貴
為
帥
、

選
漢
人
為
司
馬
、
以
監
督
之
。
魏
末
、
復
改
帥
為
都
尉
。
其
左
部
都
尉
所
統
可
万
余
落
、
居
於
太
原
故
弦
氏
県
、

右
部
都
尉
可
六
千
余
落
、



居
祁
県
、
南
部
都
尉
可
三
千
余
落
、
居
蒲
子
県
、
北
部
都
尉
可
四
千
余
落
、
居
新
興
県
、
中
部
都
尉
可
六
千
余
落
、
居
大
陵
県
。

　　
　

と
あ
る
曹
操

に
よ
る
南
匈
奴

五
部
の
設
置
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
曹
操

に
よ
る
南
匈
奴

五
分
割
の
年
次
に
つ
い
て
は
右

の
晋
書
北
秋
伝
、
江
統
伝
、

載
記
、
或

い
は
通
典
等
の
史
書
は
い
ず
れ
も

「建
安
」
中
と
記
す
の
み
で
あ
る
が
、
前
後
の
情
勢
よ
り
見
て
、
建
安
二
十

一
年

(一
=

六
)
頃
の

こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

こ
こ
に
見
え
る
五
部
の
呼
称
、
左
右
南
北
中
部
の
呼
称
は
、
漢
族

に
よ
る
制
御
を
受
け
な
が
ら
の
改
編
と
い
う
相

違
は
あ
る
が
、
先

に
見
た
翰
苑
所
引
の
高
麗
記
の
記
事

の
内
容
と
類
似
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
先
に
都
尉
に
つ
い
て
考
察
し
た

際
、
五
部
都
尉
の
設
置
は
多
く
の
場
合

一
、
二
部
の
設
置

に
と
ど
ま
り
、
五
部
す
べ
て
の
設
置
を
見
た
郡
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、

こ
の
南
匈
奴

五
部

に
は
東
西
南
北
部
、
中
部
と
い
っ
た
五
部
全
て
の
存
在
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
で
は
高
句
麗
の
五
部
は
こ
の
南
匈
奴

の
五

部
制

の
影
響
を
受
け
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
導
入
の
時
期
と
し

　れ
　

て
三
国
魏
に
よ
る
高
句
麗
征
討

の
前
後
が
浮
か
び
上
が

っ
て
も
く
る
。
し
か
し
、
こ
の
匈
奴
五
部
制
と
高
句
麗
五
部
制
と
の
関
連

に
つ
い
て
は
、

や
や
結

論
的
に
い
っ
て
筆
者
は
そ
こ
に
高
句
麗
の
五
部
制

の
直
接
の
淵
源
を
求
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
考
え
る
。
そ

の
理
由
は
第

一
に
、
匈
奴

の
五
部

制
は
、
南
匈
奴

の
そ
れ
ま
で
の
生
活
形
態
を
踏
ま
え
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
上
で
述

べ
た
よ
う
に
そ
の

一
方

で
、
漢
族

に
よ
る
制
御
を
受

け
な
が
ら
の
改
編
と
い
う
面
を
も

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
匈
奴

五
部
の
う
ち
左
部
都
尉
が
置
か
れ
た
薙
氏
県
は
現
在

の
山
西
省
扮
陽

県
に
あ
た
り
、
右
部
都
尉
が
置
か
れ
た
祁
県
は
現
在

の
山
西
省
祁
県
の
東
南
に
あ
た
り
、
中
部
都
尉
が
置
か
れ
た
大
陵
県
は
現
在

の
山
西
省
交
城

県
の
南

西
に
あ
た
る
が
、
そ
の
各

々
の
地
点
を
地
図
上
に
追
う
と
き
、
そ
れ
ら
が
現
在
の
山
西
省

の
九
平
澤
の
西
側
、
東
側
、
北
側
に
位
置
す
る

こ
と
が
わ
か
り
、
高
麗
記
の
左
部
↓
東
部
、
右
部
↓
西
部
と
逆
に
な

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
匈
奴

の
そ
れ
は
北
面
し
た
場
合

の
左

右
と
し

て
設
置
さ
れ
て
お
り
、
高
句
麗
の
そ
れ
は
南
面
し
た
場
合
の
左
右
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
差
異
は
小
さ
な
こ
と
の
よ

う
で
も
あ
る
が
、
何
を
左
に
位
置
づ
け
何
を
右
に
位
置
づ
け
る
か
は
、
服
制
上
の
左
柾
の
問
題
な
ど
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
重
要
な
意
味
を
孕

ん
で
い
る
こ
と
を
思
う
と
き
、

こ
の
左
右

の
食
い
違

い
は
大
き
な
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
第
三
に
、
こ
れ
が
筆
者
が
先
に
述

べ
た
よ

う
な
考

え
を
と
る
最
大
の
理
由
で
あ
る
が
、
匈
奴

五
部
が
成
立
し
、
三
国
魏
に
征
討
さ
れ
た
高
句
麗
が
そ
の
制
度
を
導
入
し
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

滑
奴
部

、
絶
奴
部
、
順
奴
部
、
灌
奴
部
、
桂
婁
部
に
見
え
る
よ
う
な

「奴
」
と
い
う
用
語
が
何
故
、
匈
奴

五
部
が
成
立
し
た
建
安

二
十

一
年

(
二

一
六
)
よ
り
後
の
史
料
に
拠

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
三
国
志
の
記
述
に
依
然
と
し
て
見
え
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ

の
点
は
、
単
に
高
句
麗
の

旧
来
の
用
法
に
従

っ
た
か
ら
と
も
い
い
う
る
が
、
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば

「奴
」
と
い
う
用
語
が
高
句
麗
後
期

の
高
麗
記
段
階
に
な

っ
て



も
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ

っ
た
筈

で
あ
る
が
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
そ
う
し
た
事
例
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
理
由
に
よ
り
筆
者

は
高
句

麗
の
五
部
制

の
直
接
の
淵
源
を
匈
奴

五
部
制
に
求
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
考
え
る
。
た
だ
、
部
都
尉
制
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
中
国
の
政

治
思
想

と
し
て
の
五
部

(中
部
、
東
西
南
北
部
)
と
い
う
考
え
、
及
び
先
に
見
た
匈
奴

や
鮮
卑
に
見
ら
れ
る

「部
」
制

と

「部
」
大
人
制
と
い
っ

た
北
方
文
化

の
高
句
麗
政
治
体
制

へ
の
影
響
と
い
う
よ
り
大
き
な
視
座
か
ら
見
る
と
き
、

こ
の
匈
奴

の
五
部
制
も
ま
た
、
漢
代
の
五
部
都
尉
制
、

或
い
は
鮮
卑
檀
石
梶
の
三
部
制
同
様
、
高
句
麗
五
部
制
の
淵
源
と
系
譜
的
に
連
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
注
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
魏
書
巻
八
四
儒
林

・
陳
奇
伝
に
は
、
北
魏
時
代

の
河
北
の
人
、
陳
奇
に
つ
い
て
、

陳
奇
、
字
脩
奇
、
…
…
祖
刃
、
仕
慕
容
垂
。
…
…

(秘
書
監
游
)
雅
日
、
君
言
身
且
小
人
、
君
祖
父
是
何
人
。
祖
、
燕
東
部
侯
麓
。
雅
質
日
、

侯
麓
何
官
也
。
奇
日
、
三
皇
不
伝
礼
、
官
名
壼
同
哉
。
故
昔
有
雲
師
、
火
正
、
鳥
師
之
名
。
以
斯
而
言
、
世
革
則
官
異
、
時
易
則
礼
変
。
公

為
皇
魏
東
宮
内
侍
長
。
侍
長
寛
何
職
也
。
由
是
雅
深
憾
之
。

と
あ
る
。
右
は
陳
奇
の
祖
父

・
陳
刃
が
、
鮮
卑
慕
容
部
出
身
の
慕
容
垂
が
三
八
四
年
に
華
北
に
建
国
し
た
後
燕

の

「東
部
侯
麓
」
と
い
う
官

に
任

じ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
が
、
こ
の
際
、
こ
の
官
が

「
内
侍
長
」
と
い
う
官
と
対
比
的
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。

　お
　

何
故
な
ら
こ
の
官
は
か
つ
て
考
察
し
た
如
く
当
時
の
北
魏
に
あ

っ
て
は
極
め
て
鮮
卑
色
の
濃
厚
な
官

で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の

「侯

麓
」
と

い
う
官
に
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
資
治
通
鑑
巻
九
八
、
晋
紀
二
〇
、
穆
帝
永
和
六
年

(三
五
〇
)
三
月
甲
子
の
条

に
、

僑

(慕
容
僑
、
五
胡
十
六
国
の

一
、
前
燕
の
皇
帝
、
慕
容
垂
の
兄
)
使
中
部
侯
贅
慕
輿
句
督
葡
中
留
事
、
自
將
撃
郵
恒
於
魯

口
。

と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
侯
贅
と
先
に
見
た
侯
楚
と
は
同
じ
鮮
卑
語
を
漢
字
を
用

い
て
表
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
鮮
卑
と

同
じ
北

ア
ジ
ア
の
民
族
で
あ
る
突
蕨
の
官
に
は
葉
護

(
y
a
b
u
g
h
u

ヤ
ブ
ク
)、
設

(
s
h
a
dシ
ャ
ド
)、
特
勤

(
t
e
g
i
n

テ
ギ

ン
)、
頷
利
発

(
i
l
t
e
b
e
l

イ

ル
テ

ベ
ル
)
、
侯
斤

(
i
r
k
i
n

イ
ル
キ
ン
)
、
吐
屯

(
t
u
d
u
n
ト
ド
ン
)
等
の
官
称
号
が
あ

っ
た
。
こ
の
内
、
イ
ル
テ
ベ
ル
、
イ
ル
キ
ン
は
何
れ
も

　
お
　

部
族

(イ

ル
)
の
首
長
を
意
味
し
た
。
ま
た
、
白
鳥
庫
吉
氏
は

「東
胡
民
族
考
」
の
用
語
解

「俊
惣
地
何
」
の
条

に
お
い
て
、
「東
部
侯
麓
」
の
官

を
お
い
た
鮮
卑
慕
容
部
と
同
じ
鮮
卑
族
に
属
す
る
、
北
魏
拓
跋

部
に
存
在
し
た

「侯
勤
心地
何
」
と

い
う
官

に
つ
い
て
、

『南
斉
書
』
巻
五
七
魏
虜
伝
を
案
ず
る
に
、
「
又
有
侯
勲
地
何
比
尚
書
、
莫
堤
比
刺
史
、
郁
若
比
弐
千
石

」
と
あ
れ
ば
、
托
践
の
侯
勤
心地
何
は

漢

の
尚
書
に
比
す
べ
き
顯
官
な
り
。
蒙
古
語
に
て
は
無
上
な
る
・
卓
越
せ
る

・
主
要
な
る
優
秀
な
る

・
主
君

・
長
上
を
e
r
k
i
n
'
e
r
k
i
m

と
い

う

(
K
o
w
a
l
.
p
2
6
8

)。
思
う
に
托
践
語
倹
勲
地
何

の
侯
勤
心は
こ
の
e
r
k
i
nの封
音
な
ら
ん
か
。
漢
人

の
繹
法
を
見

る
に
、
外
國
語

に
し
て

一



綴
音
の
末
尾
に
現
は
る
〉
び

一
音
は
、
往
々
に
し
て
課
出
せ
ら
れ
ざ
る
こ
と
あ
り
。
例
え
ば
T
u
r
k語

の
a
r
s
l
a
n
を
阿
薩
蘭
と
課
す
る
の
類

即
ち
是
な
り
。
さ
れ
ば
托
蹟
語
の
侯
勤
心は
蒙
古
語

の
e
r
k
i
nの
r
音
を
略
し
た
る
形
と
見
傲
す
べ
し
。
…
…
此
言
は
ま
た
契
丹

に
も
行
わ
れ
た

り
と
見
え
て
、
『遼
史
』
巻

一
一
六
の
国
語
解
に

「夷
禺
董
統
軍
馬
大
官
、
会
同
初
改
為
大
王
。
」
と
あ
る
夷
肉
董
は
正
し
く
蒙
古
語
の
e
r
k
i
n

の
封
音

に
て
、
托
践
語
の
侯
勲
と
比
す

べ
き
言
な
る
べ
し
。
乾
隆
十
二
年
改
刊
の

『金
國
語
解
』

に

「諸
移
里
董
部
落
嘘
砦
之
首
領
、
詳
穏

移
里
董
本
遼
語
、
金
人
因
之
、
而
梢
異
同
焉
、
移
里
董
即
伊
時
格
因

(旨
ひQ
①コ
)」
と
あ
れ
ば
女
眞

に
て
も
遼
制
に
則
り
て
、
移
里
董
即
ち
夷
肉

董

の
官
を
設
け
し
な
り
。
…
…
ま
た
侯
慰
地
何
の
地
何

の
意
義
を
案
ず
る
に
、
長
城
附
近

の
蒙
古
語
に
て
は
頭
を
t
a
r
i
g
u
n
,
t
o
l
o
g
h
a
i

、

K
h
a
l
k
h
a

語

に
t
o
l
o
g
i

、
B
u
r
y
a
t
語
に
…
…
。
若
し
も
以
上
の
解
釈

に
誤

り
な
し
と
す

れ
ば
托
蹟
語

の
侯
勤
心地
何

は
蒙
古
語
e
r
k
i
n
-

t
o
l
o
g
h
a
i

の
略
課
に
て
、
首
長
の
義
な
る

べ
し
。

と
述

べ
て
い
(魏
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら

「東
部
侯
楚
」
、
「中
部
侯
麓
」
と
い
う
官
の
も
と
も
と
の
意
味
は
そ

れ
ぞ
れ

「東
部
の
首
長
」、

　お
　

「中
部

の
首
長
」
を
意
味
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
そ
れ
は
漢
語
と
し
て
の

「大
人
」
と
極
め

て
相
似
し
た
用
語
と
い
う

こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
魏
書
巻

一
一
〇
食
貨
志
に
、
慕
容
部
と
同
じ
鮮
卑
族
で
あ
る
拓
跋

部
の
建
て
た
北
魏
の
初
代
道
武
帝
の
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

天
興
初
、
制
定
京
邑
。
東
至
代
郡
、
西
及
善
無
、
南
極
陰
館
、
北
蓋
参
合
、
為
畿
内
之
田
。
其
外
四
方
四
維
置
八
部
帥
以
監
之
。
…
…

と
あ
り
、
同
書
巻

一
=
二
官
氏
志
、
天
賜
四
年
の
条

に
、

五
月
、
増
置
侍
官
、
侍
直
左
右
、
出
内
詔
命
、
取
八
国
良
家
、
代
郡
、
上
谷
、
広
寧
、
雁
門
四
郡
民
中
年
長
器
望
者
充
之
。

と
あ
る
。

つ
ま
り
、
北
魏

に
は
方
位

に
よ

っ
て
区
分
さ
れ
た
八
部
、
八
国
と
よ
ば
れ
る
も
の
が
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
八
部
は
鮮
卑
に
よ

っ
て
占

め
ら
れ
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
軍
籍
に
付
け
ら
れ
て
い
た
が
、
次
代
明
元
帝
の
と
き
の
こ
と
と
し
て
、
同
志
泰
常

二
年
の
条
に
、

夏
、
置
六
部
大
人
官
。
有
天
部
、
地
部
、
東
西
南
北
部
。
皆
諸
公
為
之
。
大
人
置
三
属
官
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
こ
の
方
位
部
は
変
遷
を
遂
げ
な
が
ら
も
、
八
方
、
四
方

の
方
位
、
及
び
そ
の
中
核

を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か

　が
　

に
よ

っ
て
命
名
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
長
官
は
大
人
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
北
魏

の
大
人
に
よ
る
こ
う
し
た
方
位
部
体
制

の
淵
源
は
、
魏
書
巻

一
=

刑
罰
志

に
、
北
魏
建
国
前

の
こ
と
と
し
て
、

魏
初
、
礼
俗
純
朴
、
刑
禁
疏
簡
。
宣
帝
南
遷
、
復
置
四
部
大
人
、
坐
王
庭
決
辞
訟
。
・…
-
神
元
因
循
、
亡
所
革
易
。



と
あ
る
記
事
に
見
え
る
四
部
大
人
制
、
或

い
は
先
に
見
た
檀
石
椀
の
三
部
体
制
に
ま
で
も
遡
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
鮮
卑
拓
跋

部
が
慕
容
部

と
同
じ
く
檀
石
塊
の
三
部
体
制
の
中

か
ら
出
現
し
て
き
た
鮮
卑
族
の

一
派
で
あ

っ
た
と
い
う
点
を
踏
ま
え
る
と
、
先

に
見
た
魏
書
陳
奇
伝

に
見
え

る
慕
容
部

の

「東
部
侯
驚
」
、
資
治
通
鑑
に
見
え
る

「中
部
侯
楚
」
は
こ
の
北
魏
に
お
け
る
方
位
部
大
人
体
制
と
同
根
か
ら
出
現
し
た
も
の
で
あ
る

と
言
え

る
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
晋
書
巻

一
〇
八
慕
容
魔
載
記

に
、

石
勒
遣
使
通
和
。
魔
拒
之
、
送
其
使
於
建
鄭
。
勒
怒
、
遣
宇
文
乞
得
亀
撃
魔
。
魔
遣
銑

(慕
容
銑
)
拒
之
、
以
斐
疑
右
部
都
督
、
率
索
頭
為

右
翼
、
命
其
少
子
仁
、
自
平
郭
趣
柏
林
、
為
左
翼
、
攻
乞
得
亀
、
克
之
。

と
あ
り
、
右
部
都
督
と
い
う
官

の
存
在
を
伝
え
て
い
る
。
右
で
論
じ
た
よ
う
に
、
魏
書
陳
奇
伝
に
見
え
る
慕
容
部

の
「東

部
侯
螢

」
、
資
治
通
鑑
に

見
え
る

「中
部
侯
楚
」
の
淵
源
は
、
北
魏
に
お
け
る
方
位
部
大
人
体
制
と
同
じ
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
と
す
れ
ば
そ
う
し
た
体
制
は

慕
容
垂

の
後
燕
が
継
承
し
た
前
燕

に
も
存
在
し
た
と
考
え
て
ま
ず
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
観
点
に
た

っ
て
右
の

「東
部
侯
麓

」
や

「中
部
侯
贅

」
が
存
在
し
た
燕
国
に
お
け
る
右
部
都
督
と
い
う
官

の
存
在
に
注
目
す
る
と
、
右
部
都
督
は
西
部
都
督
と
も
呼
ば
れ
た
可
能
性
が
生

じ
る
。
も
し
こ
う
し
た
推
測
が
当
を
得
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
隋
書

巻
八

=
局
麗
伝
に
、

復
有
内
評
外
評
五
部
褥
薩
。

と
あ
り
、
北
史
巻
九
四
高
句
麗
伝
に
、

復

有
内
評
五
部
褥
薩
。

と
あ
り
、
旧
唐
書
巻

一
九
九
上
、
高
麗
伝
に
、

大
城

置
傳
薩

一
、
比
都
督

と
あ
り
、
翰
苑
の

「官
崇
九
等
」

の
条

の
註
に
、

其
大
城
置
傳
薩
、
比
都
督
。

と
あ
り
、
旧
唐
書
巻

一
九
九
上
、
高
麗
伝

に
、

大
城
置
傳
薩

一
、
比
都
督
。

と
あ
る
都
督
に
比
さ
れ
た
褥
薩
と
の
関
連
で
興
味
深

い
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
旧
唐
書
巻

一
九
九
上
、
高
麗
伝

に
、
貞
観
十
九
年

の
唐
太
宗
親



征
の
安
市
城
攻
撃

の
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

高
麗
北
部
傳
薩
高
延
壽
、
南
部
傳
薩
高
恵
貞
、
率
高
麗
蘇
輻
之
衆
十
五
万
、
来
援
安
市
城
。

と
あ
り
、
そ
の
同
じ
高
延
壽
と
高
恵
貞

に
つ
い
て
、
冊
府
元
亀
巻

一
七
〇
帝
王
部
、
来
遠
、
唐
太
宗
、
貞
観
十
九
年
七

月
の
条
の
詔
に
、

高
麗
位
頭
大
兄
理
大
夫
後
部
軍
主
高
延
壽
、
大
兄
前
部
軍
主
高
恵
真
。

と
あ
り
、
北
部
傳
薩
高
延
壽
と
南
部
傳
薩
高
恵
貞
を
そ
れ
ぞ
れ
後
部
軍
主
と
前
部
軍
主
と
記
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
先
に
見
た
前
燕

の
右
部
都
督
が
西
部
都
督
で
も
あ

っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
高
句
麗
と
前
燕
に
は
極
め
て
類
似
し
た
官
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上

の
よ
う

に
考
え
て
く
る
と
、
高
句
麗
の

「部
」
制
は
そ
れ
ま
で
の
高
句
麗
の
五
族
制
の
伝
統
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
直
接
的
に
は
そ
の
強
大

な
隣
国

で
あ

っ
た
燕
国
か
ら
導
入
さ
れ
た
の
で
は
な

い
か
、
と
想
定
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
泉
蓋
蘇
文
や
そ
の
父
が
西
部
大
人
、
或

い
は
東
部

大
人
で
あ

っ
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
そ
う
し
た
考
え
は
か
な
り
の
蓋
然
性
を
も

つ
と
筆
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

因
み

に
、
末
松
保
和
氏
は
資
治
通
鑑
巻

一
九
六
、
貞
観
十
六
年
十

一
月
丁
巳
の
条
に
、

営

州
都
督
張
倹
奏
、
高
麗
東
部
大
人
泉
蓋
蘇
文
、
獄
其
王
武
、
…
…
自
為
莫
離
支
。
其
官
如
中
国
吏
部
兼
兵
部
尚
書
也
。

と
見
え
る
莫
離
支

(
マ
カ
リ
支
)
に
つ
い
て
、

マ
カ
リ
は
大
、
支
は
尊
敬

の
接
尾
語
で
あ
り
、
「大
人
」
を
意
味
す
る
と
し
煙
。
ま
た
、
武
田
幸
男

　あ
　

氏
も
、
莫

離
支
が
大
人
の
対
訳
で
あ
る
こ
と
は
正
し
い
と
思
う
と
し
た
。
こ
う
し
た
事
柄
は
大
人
が
漢
語

で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
お
り
、
そ
れ

だ
け
に
先

に
示
し
た
私
見
を
支
え
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「方
位
部
+
大
人
」
と
い
う
記
述
は
、
管
見
の
及
ぶ
限

り
で
は
対
唐
戦
争
期
に
お

け
る
高
句

麗
の
事
例
を
最
後
と
し
て
以
後
の
東
ア
ジ
ア
の
史
書

に
は
そ
の
事
例
を
見
出
だ
せ
な
く
な
る
。
ま
た
、
高
句

麗
側
の
史
的
記
録
に
は
、

高
句
麗

の
滅
亡
の
た
め
、
或
い
は
そ
の
原
史
料
が
王
家
の
系
譜
、
王
暦
、
伝
承
記
事
で
あ

っ
た
が
た
め
(儲
、
「方
位
部
+
大
人
」
と

い
う
よ
う
な
記

述
が
数
多

く
伝
承
さ
れ
る
蓋
然
性
は
元
々
小
さ
い
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
点
も
上
で
述

べ
た
筆
者

の
想
定
を
支
え
る
と
こ
ろ

が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

で
は

こ
う
し
た
想
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
高
句
麗
に

「部
」

の
制
が
出
現
し
た
時
期
は
い
つ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
、
か
つ
て
池
内

氏
は
、次

に
問
題
と
な
る
の
は
、
上
述
の
如
き
都
内
の
部
制
の
創
め
ら
れ
た
年
代
で
あ
る
。
…
…
百
済
に
於

い
て
は
、
晩
く
も
武
寧
王
の
時

(西
紀

五
〇

一
-
五
二
三
)
か
ら
同
じ
部
制
が
当
時
の
国
都
固
麻
城

(熊
津
)
に
あ

っ
た
と
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
し
て
其
の
部
制
の
起
源
は
、
百



済
自

身
に
あ
る
と
す
る
よ
り
も
、
高
句
麗
に
あ
る
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
高
句
麗

に
於
け
る
都
下

の
部

制
の
設
定
の
時
代
は
、
平
原
王
か
ら
上
に
陽
原
王

・
安
原
王

・
安
減
王
を
湖

っ
て
、
第

二
十

一
代
文
次
口
明
王

(西
紀
四
九
二

ー
五

一
九
)

の
頃

よ
り
以
前
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
上
限
を
決
め
る
と
す
れ
ば
、
憶
測
に
依
る
よ
り
外
な

い
が
、
南
北
朝

の

初

め
、
丸
都

(
一
名
国
内
城
)
か
ら
平
壌
城

に
移

っ
た
第

二
十
代
長
寿
王
が
、
王
の
十
五
年

(西
紀
四
二
七
)
に
お
け
る
新
都

の
経
治
に
際

し

て
此

の
制
を
創
め
た
の
で
は
有

る
ま
い
か
と
余
は
思
う
。

　ゐ
　

と
述

べ
、
武
田
幸
男
氏
は
、
五
部

に
つ
い
て
、

五
部

は
王
都
に
集
住
し
た
支
配
層
の
政
治
的
結
集
体
の
五
分
組
織
、
五
地
域
区
分
で
あ

っ
た
。
各
部
に
は
褥
薩

(地
方
長
官
)
が
置
か
れ
、

い

っ
そ
う
そ
の
性
格
を
強
め
て
ゆ
き
、
要
言
す
れ
ば
部
族

・
部
族
連
合
か
ら
地
域

・
行
政
区
画

へ
と
大
き
な
変
化
、
発
展

の
途
を
た
ど

っ
た

と

い
え
よ
う
。
そ
れ
が

い
つ
の
時
期
か
は
不
明
で
あ
り
、
今
の
と
こ
ろ
確
か
め
ら
れ
る
限
り
で
は
六
世
紀
、
古
く

み
つ
も

っ
て
も
五
世
紀
ど

ま
り
で
あ
る
が
、
四
世
紀
に
湖
る
可
能
性
は
残
し
て
お
き
た
い
。
五
族
と
五
部
と
の
間
に
は
大
き
な
違

い
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
問
題
を

考

え
る
場
合
に
部
族
と
地
域
と
を
機
械
的
に
対
立
さ
せ
て
き
た
こ
と
を
含
め
、
支
配
階
級
の
政
治
的
結
集
に
か
ん
す
る
再
検
討
を
具
体
的
に

進

め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　れ
　

と
述

べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
五
族

か
ら
五
部

へ
の
変
化
の
時
期
を
確
定
す
る
こ
と
は
残
念
な
が
ら
史
料
的
制
約

の
た
め
今
の
と
こ
ろ
困
難
な
の
で

あ
る
。
池

内
氏
が
そ
の
時
期
を
平
壌
遷
都
の
時
期
に
置
く
の
は
、
氏
が
五
部
制
を
行
政
区
画
と
す
る
立
場
に
立

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
た
だ

従
来

の
研
究
に
は
右
に
見
え
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
、
筆
者
が
指
摘
す
る
燕
国
と
の
関
連
を
想
定
す
る
も
の
が
な
い
こ
と

は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点

に
関
連
し
て
、
武
田
氏
は
右

に
引
用
し
た
よ
う
に
、
「
…
…
古
く
み
つ
も

っ
て
も
五
世
紀
ど
ま
り
で
あ
る
が
、
四
世
紀

に
湖
る
可
能
性
は
残

し
て
お
き
た

い
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
氏
は
或
い
は
そ
う
し
た
点
を
も
想
定
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
ま
こ
の
点
を
や
や
具
体

的

に
見
て

み
よ
う
。

三
国
史
記
巻

一
八
、
高
句
麗
本
紀
第
六
に
、
故
国
原
王
の
と
き
の
こ
と
と
し
て

(資
治
通
鑑
巻
九
七
晋
紀

一
九
、
成
帝
威
康

八
年
十

一
月
、
同

紀
、
康

帝
建
元
元
年
二
月
、
晋
紀
二
二
穆
帝
永
和
十

一
年
十
二
月
条
等
に
拠
る
)、

十

二
年

(三
四
二
)
…
…
、
十

一
月
、
銑

(慕
容
銑
)
自
將
勤
兵
四
万
、
出
南
道
、
以
慕
容
翰
慕
容
覇
為
前
鋒
、
別
遣
長
史
王
寓
等
将
兵
万

五
千
、
出
北
道
、
以
来
侵
。
王

(故
国
原
王
)
遣
弟
武
、
帥
精
兵
五
万
拒
北
道
、
自
帥
癩
兵
、
以
修
南
道
。
慕
容
翰
等
先
至
戦
、
銑
以
大
衆



継
之
。
我
兵
大
敗
。
左
長
史
韓
壽
斬
我
將
阿
佛
和
度
加
。
諸
軍
乗
勝
、
逐
入
丸
都
。
王
単
騎
走
入
断
熊
谷
。
将
軍
慕
輿
塑
追
獲
王
母
周
氏
及

王
妃
而
帰
。
…
…

(銑
)
発
美
川
王
廟
、
載
其
　
、
収
其
府
庫
累
世
之
宝
、
虜
男
女
五
万
余

口
、
焼
其
宮
室
、
殿
丸
都
城
而
帰
。
十
三
年
、

春

二
月
、
王
遣
其
弟
、
称
臣
入
朝
於
燕
、
貢
珍
異
以
千
数
。
燕
王
銑
乃
還
其
父
　
。
猶
留
其
母
為
質
。
秋
七
月
、
移
居
平
壌
東
黄
城
。
…
…

(
二
十
五
年
、
三
五
五
)
冬
十
二
月
、
王
遣
使
詣
燕
納
質
修
貢
、
以
請
其
母
。
燕
王
篤
許
之
、
遣
殿
中
将
軍
刀
禽
、
送
母
周
氏
帰
国
。
以
王

為
征
東
大
将
軍
営
州
刺
史
、
封
楽
浪
公
、
王
如
故
。

と
あ
り
、
同
書
同
巻

に
、
広
開
土
王
の
と
き
の
こ
と
と
し
て

(資
治
通
鑑
巻

一
一
一
、
晋
紀
三
三
、
安
帝
隆
安
四
年
条
等
に
拠
る
)、

九
年

(四
〇
〇
)
春
正
月
、
王

(広
開
土
王
)
遣
使
入
燕
朝
貢
。
二
月
、
燕
王
盛

(後
燕
第
三
代
皇
帝

・
慕
容
盛

)
以
我
王

(広
開
土
王
)

礼
慢
、
自
将
兵
三
万
襲
之
。
以
瞭
騎
大
将
軍
慕
容
煕
為
前
鋒
、
抜
新
城
南
蘇
二
城
。
拓
地
七
百
余
里
、
徒
五
千
余

戸
而
還
。

と
あ
る
。

つ
ま
り
、
前
燕
、
後
燕
時
代
に
お
い
て
高
句
麗
は
そ
の
隣
接
国
た
る
鮮
卑
慕
容
部
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
、
そ

の
冊
封
国
の
位
置
に
甘
ん

じ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
か
れ
た
際
、
そ
の
圧
力
に
さ
ら
さ
れ
る
国
家
が
他
の
強

大
な
国
家
の
制
度
、
と
り

わ
け
そ
の
軍
制
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
容
易

に
想
像
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
筆
者
が
本
稿
で
論
じ
た
事
柄
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
那

(奴
)

か
ら
部

へ
の
変
化
が
生
じ
た
時
点
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
変
化
が
、
故
国
原
王
の
と
き
、
部
大
人
制
と
い
う
国
制
を
も
ち
高
句
麗
に

隣
接
し

た
強
国
前
燕
に
よ
る
高
句
麗
攻
撃
に
よ

っ
て
、
高
句
麗
が
そ
の
国
家
的
危
機
の
状
況

に
直
面
し
た
こ
と
を
契
機

と
し
て
生
じ
た
蓋
然
性
は

極
め
て
高

い
も
の
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
百
済
後
期

の
王
都

(洒
批
城
)
が
置

か
れ
た
韓
国
忠
清
南
道

・
扶
鯨
に
あ
る
扶
鯨
博
物
館
の
所
蔵
に
か
か
る
百
済
五
部
標
石
に
つ

い
て
、

田
中
俊
明
氏
は
、

(以
下
の
二
例
は
…
…
括
弧
内
筆
者
加
筆
)
と
も
に
郷
校

・
定
林
寺
肚
付
近
で
発
見
。

1
、
「前
部
」

(図
6
)

2
、
「上
部
前
部
川
自
此
以
口
口
口
」
(図
7
)

(上
部
、
前
部
の
地

(川
は
土
地
の
意
味
で
あ
ろ
う
…
…
原
文

の
マ
マ
)
は
こ
こ
か
ら
以
…
…
)

こ
れ
ら
の
発
見
さ
れ
た
地
点
が
原
位
置
で
あ
る
と
い
う
保
証
は
な
い
が
、
そ
う
で
あ
る
と
仮
定
し
た
場
合
、
定
林

寺
肚
や
郷
校
あ
た
り
を
境

界

と
し
て
、
上
部
と
前
部
が
分
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。



む

す

び

に

か

え

て

本
稿

で
指
摘
し
た
点
を
要
約
し
結
び
に
か
え
る
。

一
、

高
麗
記
の
五
部
の
記
述
は
、
右
回
り
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

二
、

泪
奴
部
、
絶
奴
部
、
順
奴
部
、
灌
奴
部
、
桂
婁
部
と
い
う
順
序
は

一
定
の
意
味
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、

三
国
志

に
見
え
る
五
族
と
高
麗
記

に
見
え
る
五
族
と
は
そ
の
記
述
の
順
序
に

一
致
が
見
ら
れ
る
。

四
、

そ
れ
故
、
五
族
の
呼
称
は
高
句
麗
語
の
五
部
を
漢
字
音
で
表
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

五
、

五
族
は
そ
れ
が
四
方
、
或

い
は
前
後
左
右
と
内
を
意
味
す
る
だ
け
に
、
そ
の
編
成
に
既
に
王
権
の
介
在
が
想
定
さ
れ
る
。

六
、

漢
語
と
し
て
の

「
部
」
を
用

い
て
、
高
句
麗

の
人
々
が
そ
の

「奴
」
を
表
記
す
る
こ
と
は
三
国
志
段
階
で
は
な

か
っ
た
。

七
、

高
麗
記
の
段
階

の

「部
」
は
高
句
麗
の
人
々
が
意
識
的
に
用
い
て
い
る
。

八
、

そ
れ
故
、
高
句
麗

の
歴
史
の
何
れ
か
の
時
期

に

「奴
」
か
ら

「部
」

へ
の
変
化
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

九
、

「
部
」
+

「大
人
」
制
は
匈
奴

や
鮮
卑
な
ど
の
北
方
民
族
の
政
治
体
制
を
漢
語
表
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

十
、

前
燕
や
後
燕

に
も

「部
」
+

「大
人
」
制
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

十

一
、
泉
蓋
蘇
文
の
任
じ
た

「東
部
大
人
」
と
い
う
官
は
そ
う
し
た
制
度
を
も

っ
て
い
た
高
句
麗
に
隣
接
し
た
強
国
で
あ
る
燕
国
の
影
響
を
受
け

た
と
考
え
ら
れ
る
。

十
二
、

そ
の
こ
と
は
、
遡
れ
ば
漢
代
に
お
け
る
五
部
都
尉
制
か
ら
始
ま
る
中
国
の
政
治
思
想
や

写

弩

の
称
号
や
部
大

人
と
い
っ
た
北
方
民
族
の

国
制
等
の
諸
淵
源
か
ら
の
影
響
の
下
に
、
五
部
制
が
直
接
的
に
は
燕
国
の
影
響
を
受
け
出
現
し
た
こ
と
を
想
定
せ
し
め
る
。

と
巨
、
他

の
出
土
遺
物
と
あ
わ
せ
百
済
五
部
の
酒
批
城

に
お
け
る
配
置

の
比
定
を
行

っ
て
い
る
が
、
も
し
こ
う
し
た
考
え
が
成
立
す
る
な
ら
ば

(筆

者
は
こ
う
し
た
田
中
氏

の
考
察
に
賛
同
す
る
)
、
百
済
五
部
制
の
模
範
と
な

っ
た
高
句
麗
の
五
部
制
に
お
い
て
も
必
ず
や
こ
う
し
た
行
政
区
画
的
側

面
が
存
在

し
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
自
ず
と
高
句
麗
の
都

・
平
壌
に
も
そ
う
し
た
制
度
が
既
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
想
定
せ
し
め
る
。

以
上
述

べ
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
高
句
麗

に
お
け
る
五
部
制
導
入
の
時
期
は
遅
く
と
も
平
壌
遷
都
の
時
期
を
下
る
こ
と
は
な

い
と
想
定
さ
れ

る
の
で
あ
る
。



十
三
、
そ
の
変
化
は
故
国
原
王
の
と
き
高
句
麗
が
前
燕
の
攻
撃
に
よ

っ
て
国
家
的
危
機
を
迎
え
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
生
じ
た
蓋
然
性
が
高
く
、

遅

く
と
も
平
壌
遷
都

の
時
期
を
下
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

註(1
)

那
珂
通
世

「
朝
鮮
古
史
考

ー

句
麗

の
五
族
」

(
『史
学
雑
誌
』
五
編

一
〇
号
、

一
八
九
四
年
、

『那
珂
通
世
遺
書
』
、
大
日
本
図
書
、

一
九

一
五
年
再
収
)
、
白
鳥
庫
吉

「
丸
都
城
及
国
内
城
考
」

(
『史
学
雑
誌
』
二
五
編

四
号
、

一
九

一
四
年
、

『白
鳥
庫
吉
全
集
』
三
巻
、

一
九
七
〇
年
、
岩
波
書
店
再
収
)
、
今

西
龍

「
高
句
麗
五
族
五
部

考
」

(『史
林
』
六
巻

三
号
、

一
九
二

一
年
、
『朝
鮮
古
史
の
研
究
』
国
書
刊
行
会
、

一
九
七
〇
年
再
収
)
、
池
内
宏

「高
句
麗

の
五
族
及
び
五
部
」

(『
東
洋
学
報
』

一
六

巻

一
号
、

一
九
二
六
年
、

『満
鮮
史
研
究
』
上
世
篇
第

一
冊
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
五

一
年
再
収
)
、
矢
沢
利
彦

「高
句
麗

の
五
部

に

つ
い
て
」

(
『埼
玉
大
学
紀
要
-
人

文
・
社
会

ー
』
三
号
、

一
九
五
四
年
)
、
三
品
彰
英

「
高
句
麗

の
五
族
に

つ
い
て
」
(
『朝
鮮
学
報
』
六
輯
、

一
九
五
四
年
)
末
松
保
和

「
朝
鮮

三
国
・
高
麗
の
軍
事
組
織
」

(『古

代
史
講
座
』
第

五
巻
、
学
生
社
、

一
九
六
二
年
、
『末
松
保
和
朝
鮮
史
著
作
集
』
第
三
巻
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
六
年
再
収
)
等
参
照
。

(2
)

翰
苑
の
原
文

に
は

「
五
部
皆
貴
人
之
族
也
。

一
人
内
部
。

即
後
漢
書
桂
楼
部
、

一
名
黄
部
、

一
名
黄
部
。

二
日
北
部
。
即
絶
奴
部
、
即
絶
奴
部
、
即
名
後
部
、

一
名

黒
部
。
三
日
東
部
。
即
順
奴
部
、

一
名
在
部
、

一
名
上
部
、

一
名
青
部
。

四
日
南
部
、
即
灌
奴
部
、

一
名
前
、

一
名
赤
部
。
五
日
西
部
。
即
消
奴
部
也
、

一
名
右
部
。

其
北
部
如
燕
。
内
部
姓
高
、
即
王
族
也
。
高
麗
称
無
姓
者
、
皆
内
部
也
。
」
と
あ
る
。
本
論

で
引
用
し
た
校
訂
文

に
つ
い
て
は
吉
田
光
男

「
『翰
苑
』
註
所
引

「
高
麗
記
」

に
つ
い
て
L

(
『朝
鮮
学
報
』
八
五
輯
、

一
九
七
七
年
)
参
照
。

(3
)

後
漢
書
、
高
麗
記
に
は
消
奴
部
と
あ
り
、
三
国
志

に
は
泪
奴
部
と
あ
る
。

(4
)

三
品
氏
前
掲
論
文
参
照
。

(5
)

矢
沢
氏
前
掲
論
文
参
照
。

(6
)

盧
泰
敦

「
三
國
時
代

釧

「部
」
酬

關
奄
研
究
L
ー

成
立
斗
構
造
旦
己中
心

・
一呈
l

L

(『韓
国
史
論
』
二
号
、

一
九
七
五
年
、

ソ
ウ
ル
大
学
校
韓
国
史
学
会
)
、
李
鍾

旭

「
高
句
麗
初
期
釧
地
方
統
治
制
度
」

(
『歴
史
学
報
』
九
四
・九
五
合
輯
号
、

一
九
八
二
年
、
歴
史
学
会

)、
崔
在
錫

「高
句
麗
釧
五
部
」

(『選
号
萢
暑
朴
司
到

子
至

斗
屯
三
。
』、
文
学
斗
知
性
社
、
ソ
ウ
ル
、

一
九
八
六
年
)
、
余
昊
奎

「高
句
麗
初
期
那
部
統
治
体
制
釧
成
立
斗
運
営
」
(
『韓
国
史
論
』

二
七
、

一
九
九
二
年
、
ソ
ウ

ル
大

学
校
韓
国
史
学
会
)
参
照
。
本
稿
を
草
す
る

に
あ
た

っ
て
、
韓
国
史
研
究
彙
報

(国
史
編
纂
委
員
会
編
)、
歴
史
学
報

「回
顧
外
展
望
」

(歴
史
学
会
)
に
拠

っ
て
筆
者

が
閲
読
し
得
た
上
記
以
外

の
論
考
を
以
下

に
掲
げ

る
。
徐
永
大

「
高
句
麗
平
壌
遷
都
到
動
機
ー

王
権
司
ス中
央
集
権
的
支
配
体
制
潮
強
化
斗
碧
斗

塁
屯
苛
司

l

」

(
『韓
国
文
化
』
二
号
、

一
九
八

一
年
、

ソ
ウ

ル
大
学
校
韓
国
文
化
研
究
所
)
、
李
基
白

「
高
句
麗
釧
國
家

形
成
問
題
」
(
『韓
国
古
代
到
國
家
舛
社
会
』
、
歴
史
学
会
、

一

九
八
五
年
)
、
金
賢
淑

「高
句
麗
初
期
那
部
釧

分
化
斗
貴
族
釧
姓
氏
」
(
『慶
北
史
学
』

一
六
輯
、

一
九
九
三
年
)
。
な
お
、
琴
京
淑

「高
句

麗
釧
那
州
関
聾
研
究
」

(『江



原
史
学
』
五
号
、

一
九
九

一
年
)
、
田
美
姫

「
高
句
麗
初
期
釧

王
室
交
替
斗

五
部
」

(『尋
号
朴
叫

上
茎
。
磐
』
永
邨
朴
永
錫
皿
千
糾
看

71
遍
上
茎
。
、

一
九
九
二
年
)
、
と
題

す
る
論
考
が
あ
る
が
、
閲
読

の
機
を
得

て
い
な

い
。

(
7
)

例
え
ば
崔
在
錫
氏
は
、

「な
ぜ
那
の
五
部
名

(本
稿

の
五
族

)
か
ら
東
西
南
北

の
方
向

の
五
部
に
変
わ

っ
た
の
か
と

い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
前
述

の
よ
う
に
今
後

の
課

題
と
し
て
残

る
。
」
と
述

べ
て
い
る

(崔
氏
前
掲
論
文
六

一
頁
参
照
)
。

(8
)

よ
。
噌
王
。
『
　

』
1

(
　

、

一
九
九
〇
年
)
、
訓
塁
。
を

「
　

」

(『調
「

　』、

一
九
七
九
年
、

一
、
二
〇
号
)

(9
)

池
内
氏
前
掲
論
文
参
照
。
因
み
に
、
田
中
俊

明
氏
は

「
百
済
後
期
王
都
洒
批
城
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」

(『激
動

の
古
代
東

ア
ジ
ア
ー

6
・
7
世
紀
を
中
心
に
』
、
帝
塚

山
考
古
学
研
究
所
、

一
九
九
五
年
)
九
九
頁
～

百
頁

に
お

い
て
、

一
九
九
五
年
五
月
か
ら
沼
批
城
宮
南
池
の
調
査
で
発
見

さ
れ
た
木
簡

に
西
部
、
中
部
の
名
称

の
見
え

る
こ
と
を
報
告
し
て

い
る
。

(10
)

平
野
邦
雄
氏
は

「
「部
」

の
文
字

は
大
別
し
て

「
べ
」
と

「
ト
モ
」
の
両
様

に
訓
ま
れ
る
。
そ
れ
は
、
「部
」
が

べ

(部
)
と
ト
モ

(伴
)
の
二
つ
の
実
態
よ
り
な
る

こ
と
を
示
す
も

の
で
あ

ろ
う
。
内

田
銀
蔵
氏
は
、
「
べ
」
を
漢
語

「部
」
の
字
音

「ブ
」
の
転
じ
た
も

の
と
考
え
、
津
田
左
右
吉
氏

は
、
内
田
説
を
さ
ら
に
進
め
て
、
わ

が
部
民
制
が
百
済
の
官
司

の
諸
部
や
、
行
政
区
画
と
し
て
の
五
方
五
部
制

の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
と
き
、
朝
廷
の
記
録
を
司

っ
て
い
た
百
済

の
帰
化
人

11
史
部

が
、

本
国
の
習
慣

に
従

い
、
漢
語

の

「部
」
と
そ
の
字
音

の

「
べ
」
を
、
わ
が
伴

(ト
モ
)

の
制
度

に
も
適
用
し
た

の
で
あ

ろ
う
と
説

き
、
こ
れ
が
ほ
ぼ
現
在

の
定
説
と
な

っ
て

い
る
。
L
と
述

べ
て
い
る

(同
氏

『
大
化
前
代
社
会
組
織

の
研
究
』

(吉
川
弘
文
館
、

一
九

六
九
年
)
七

一
頁
参

照
)
。
同
著

=
一=

頁
註
四
も
合

わ
せ
参
照

の
こ

と
。
な
お
、
筆
者
は
か

つ
て

「
四
、
五
世
紀
の
中
国
と
朝
鮮

・
日
本
」

(
『ア
ジ
ア
か
ら

み
た
古
代
日
本
』
新
版
古
代
の
日
本
第
二
巻
、
角

川
書
店
、

一
九
九
二
年
)

と

題
す
る
拙
稿

に
お

い
て
、
当
該
時
代

に
お
け
る
こ
れ
ら
諸
国

の
国
制
の
関
連

に
つ
い
て
、
私
見
を
示
し
た
こ
と
が
あ
る
。

(
11
)

池
内
氏
前
掲
書
、

三
三
四
頁

以
下
参
照
。

(
12
)

王
統

の
移
動
に

つ
い
て
は
、

三
品
氏
前
掲
論
文
参
照
。

(
13
)

白
鳥
氏
前
掲
論
文

四
四
〇
頁
以
下
参
照
。

(
14
)

矢
沢
氏
前
掲
論
文
参
照
。

(
15
)

今
西
、
池
内
氏
前
掲
論
文
参
照
。

(
16
)

三
品
氏
前
掲
論
文
参
照
。

(
17
)

井
上
氏
訳

『
三
国
史
記
』

(平
凡
社
、

一
九
八
三
年
)
に
見
え
る

「
部
」
に
関
す
る
氏
の
多
く

の
註

に
は
、
例

え
ば
高
句

麗
本
紀
第
四
の
註
24

に
お
い
て

「唐
代

の
高

句
麗
五
部
は
行
政
区
画
、
五
族

は
地
縁
的

な
部
族
集
団
で
、
両
者

は
実
質
的
に
無
関
係
と
見
ら
れ
る
」
等
と
あ
る
。

(
18
)

池
内
氏
前
掲
論
文
三
六
七
頁
参
照
。



(
19
)

三
品
氏
前
掲
論
文
、

一
項

「高
句
麗

の
五
族

-

那
集
団
」
、

一
五
頁
参
照
。

(20
)

三
品
氏
前
掲
論
文
、
七
項

「
那
集
団
の
部
族
的
性
質
」
、
三
九
頁
参
照
。

(21
)

白
鳥
庫
吉

「
東
胡
民
族
考
」

(
『白
鳥
庫
吉
全
集
』
四
巻
、
岩
波
書
店
、

一
九
七
〇
年
所
収
)
可
汗
の
条
、
及
び
同

「可
汗
及
可
敦
称
号
考
」

(
『白
鳥
庫
吉
全
集
』

五

巻
、
岩
波
書
店
、

一
九
七
〇
年
所
収
)
参

照
。

(
22
)

今
西
氏
は
前
掲
論
文

に
お

い
て

(『
朝
鮮
古
史

の
研
究
』
四

一
〇
頁
)
、
「
魏
志
に
記
せ
る
部
の
文
字
は
高
句
麗

に
包
括

せ
ら
る

〉
部
族
な
る
が
故

に
附
せ
し
も

の
に
す

ぎ
ず

し
て
其
各
部
族

の
名
稻
に
は
本
来
無

き
語
な
り
」
と
し

て
、
筆
者

と
視
角

は
異
な
る
が
、
相
似
た
指
摘
を
し
て

い
る
。

(
23
)

矢
沢
氏
前
掲
論
文
参
照
。

(
24
)

白
鳥
氏
前
掲
論
文

「
丸
都
城
及
国
内
城
考
」

四
四
六
～
七
頁
参
照
。

(
25
)

嚴
耕
望

『
中
国
地
方
行
政
制
度
史

上
編
巻
上

秦
漢
地
方
行
政
制
度
』

(中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
専
刊
之
四
五
、

一
九
七
四
年
)
三
章
、
郡
尉

の
項
参
照
。

(
26
)

三
品
彰
英

「
三
国
史
記
高
句
麗
本
紀

の
原
典
批
判
」

(大
谷
大
学
研
究
年
報
第

六
集
、

一
九
五
三
年
)
一
二
頁
参
照
。
な

お
、
三
国
史
記
高
句
麗
本
紀
に

つ
い
て
は
津

田
左
右
吉

「
三
國
史
記
高
句
麗
紀

の
批
判
」

(『津
田
左
右
吉
全
集
』

一
二
巻
、
岩
波
書
店
、

一
九
六
四
年
)
を
も
参
照

の
こ
と
。

(
27
)

こ
れ
ら
の
金
石
文

に
つ
い
て
は
、

田
中
俊
明

「
高
句
麗
の
金
石
文
ー

研
究
の
現
状
と
課
題
」

(『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』

一
八
集
、

一
九
八

一
年
)
参
照
。

(
28
)

因
み
に
、
韓
国
に
お
け
る
研
究

で
は

「
那
部
」

(泪
奴
部
、
絶
奴
部
、
順
奴
部
、
灌
奴
部
、
桂
婁
部
等
)
と

「
方
位
部
」

(東
西
南
北
部
)
と
い
う
用
語

が
用

い
ら
れ
、

そ
こ
に
は
五
族
に
よ
る

「
那
部
」
体
制
が
大
祖
大
王

の
時
代

に
は
既
に
出
現
し
て
い
た
と
す
る
見
解
も
見
ら
れ
る
。
盧
泰
敦
氏
前
掲
論
文

一
三
～

四
頁
参
照
。
な
お
、

余
昊
奎
氏
前
掲
論
文

二
～
五
頁

を
も
合
わ
せ
参
照
。

(29
)

た
だ
し
、
旧
唐
書
巻

一
九
九
高
麗
伝
は
こ
こ
に
見
え
る

「東
部
大
人
」

の
東
部
を
西
部
と
す
る
。
新
唐
書
巻

二
二
〇
高
句
麗
伝
や
、
資
治
通
鑑
巻

一
九
六
、
唐
紀

一

二
、
貞
観
十
六
年

(六
四
二
)
十

一
月
丁
巳

の
条

は
東
部
と
す
る
。
因
み
に
、
旧
唐
書

に
は
、
「西
部
大
人
蓋
蘇
文
撮
職
有
犯
。
諸
大
臣
與
建
武
議
欲
詠
之
。
事
洩
、
蘇

文
乃
悉
召
部
兵
、
云
將
校
閲
、
井
盛
陳
酒
饒
於
城
南
。
諸
大
臣
皆
来
臨
視
。
蘇
文
勒
兵
壼
殺
之
。
死
者
百
鯨
人
。
焚
倉
庫
、
因
馳

入
王
宮
、
殺
建
武
。
立
建
武
弟
大
陽

子
蔵
為

王
。
」
と
あ

る
。
ま
た
、
大
対
盧

(
マ
カ
リ
タ

ロ
)
は
十

三
等
官
位
制

の
第

一
位
を
し
め
た
高
句
麗
の
最
高
官
位

で
あ
り
、
国
家

の
最
高
会
議
を
運
営
す

る
と
と

も

に
、
国
政
全
般
を
執
行
し
た

[武

田
幸
男

「高
句
麗
官
位
制

と
そ
の
展
開
」

(『朝
鮮
学
報
』

八
六
輯
、

一
九
七
八
年
所
収
)
、
同
著

『高
句
麗
史
と
東
ア
ジ

ア
』

(岩

波
書
店
、

一
九
八
九
年
)
再
収
参
照
]
。

(30
)

南
匈
奴

に
つ
い
て
は
内
田
吟
風

『北
ア
ジ
ア
史
研
究
匈
奴

篇
』

(同
朋
舎
、

一
九
七
五
年
)
「南
匈
奴

の
研
究
」
参
照
。

(31
)

三
国
魏

の
高
句
麗
遠
征

に
つ
い
て
は
池
内
宏

「曹
魏

の
東
方
計
略
」
(
『満
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
告
』
、

一
二
冊
、

一
九
二
七
年
、
『満
鮮
史
研
究
』
上
世
篇
第

一
冊
再

収
)
参

照
。

(32
)

内
侍
長

に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「北
魏

の
内
朝

」
(
『九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
六
号
、

一
九
七
七
年
)
参
照
。



(33
)

護
雅
夫

・
神

田
信
夫
編

『北
ア
ジ
ア
史

(新
版
)
』

(山
川
出
版
社
、

一
九

八

一
年
)
九
二
頁
参
照
。

(
34
)

白
鳥
氏
前
掲
論
文

「東
胡
民
族
考

」

一
八
四
頁
、

「侯
勤
心地
何
」

の
条
参
照
。

(
35
)

周
書
巻
四
九
異
域
上
、
庫
莫
案
伝

に
、
「
庫
莫
雲
、
鮮
卑
之
別
種
也
。
其
先
為
慕
容

晃
所
破
、
松
漠
之
間
。
後
為
五
部
。

一
日
辱
紘
主
、

二
日
莫
賀
弗
、
三
日
契
箇
、

四
日
木
昆
、

五
日
室
得
。
毎
部
置
侯
斥

一
人
。
」
と
あ
る
が
、

こ
こ
に
見
え

る

「侯
斥
」
は
侯
斤
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
契
丹
と
同
族

で
あ
り
、
北
魏
と
同
時
代

に
存
在
し
た
庫
莫
案

に
も
侯
斤
が
存
在
し
、
そ
こ
に
五
部
の
体
制
が
存
在

し
た
こ
と
は
興
味
深

い
。

(36
)

北
魏
の
大
人
、
部
に

つ
い
て
は
、
山
崎
宏

「北
魏

の
大
人
官

に
つ
い
て
」

(『
東
洋
史
研
究
』
九
巻
ー
五
、
六
、

一
〇
巻

-

一
、

一
九
四
七
年
所
収
)
、
拙
稿

「北
魏
高

祖

の
部
落
解
散
と
高
祖

の
部
族
解
散

ー

所
謂
部
族
解
散
の
理
解
を
め
ぐ

っ
て
」

(『佐
賀
大
学
教
養
部
紀
要
』

一
四
巻
、

一
九
八
二
年
所
収
)
、
同

「北
朝
社
会

に
お
け

る
部
族
制

の
伝
統

に
つ
い
て
」

(『佐
賀
大
学
教
養
部
紀
要
』

二

一
巻
、

一
九

八
九
年
)
等
参
照
。

(37
)

末
松
保
和

『新
羅
史

の
諸
問

題
』

(東
洋
文
庫
、

一
九
五
四
年
)
、

一
五
八
頁
～
六

一
頁
参
照
。
因

み
に

「支
」

に
つ
い
て
は
白
鳥
氏
前
掲
論
文

「
可
汗
及
可
敦
称
号

考
」

(『白
鳥
庫
吉
全
集
』
五
巻
、

一
七
〇
頁
以
下
)
参
照
。

(38
)

武
田
氏
前
掲
書

『高
句
麗
史
と
東

ア
ジ
ア
』
三
八
二
頁
参
照
。

(39
)

池
内
氏
前
掲
論
文

三
七
〇
～
七
二
頁
参
照
。

(40
)

武
田
幸
男

「
朝
鮮

三
国

の
国
家
体
制
」

(『朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』

一
七
号
、
龍
漢
書
舎
、

一
九
八
〇
年
)
四
五
頁
参
照
。

(41
)

田
中
氏
前
掲
論
文

「百
済
後
期
王
都
洒
批
城

を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
九

一
頁
参
照
。


